
（平成２１年９月１６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 29 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 21 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 61 件

国民年金関係 24 件

厚生年金関係 37 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                    

  

大阪国民年金 事案 3252 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年７月の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62 年７月 

② 昭和 62 年 11 月 

③ 昭和 63 年１月 

④ 昭和 63 年５月 

私は、国民年金加入後、夫婦二人分の国民年金保険料を元夫の銀行

口座から口座振替により納付していた。 

昭和 60 年代に入ってから、元夫の銀行口座の残高が不足して、何回

かＡ市Ｂ区役所から保険料未納による督促状を受け取ったことがある。 

私は、督促状を受け取るたびに、Ｂ区役所の保険年金課において、

送付されてきた納付書で夫婦二人分の保険料１万 3,800 円を納付して

いた。 

申立期間の保険料について、納付記録が無く、未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、その元夫の銀行口座から夫婦二人分の

国民年金保険料を口座振替で納付していたとするところ、申立人に係るＡ

市Ｂ区の国民年金被保険者名簿には、口座振替名義人として申立人の元夫

の氏名が記載され、同口座から夫婦二人分の保険料が口座振替により納付

されていることが確認できる。また、申立人は、預金が残高不足で口座振

替ができずに納付の催告を受けた場合、夫婦二人分の保険料を一緒に納付

していたことを記憶しているところ、元夫は、申立期間①について納付済

みであり、申立人の陳述と符合する。 



                    

  

一方、申立期間②、③及び④について申立人は、申立期間①と同様に元

夫と一緒に夫婦二人分を口座振替で納付しており、残高不足で未納になり

区役所から催告されると区役所において、申立人が夫婦二人分の保険料を

納付したと申し立てている。 

しかし、夫婦二人分を一緒に納付したとする元夫についても、申立期間

②、③及び④の保険料は未納である。 

また、上述の国民年金被保険者名簿に、申立期間②、③及び④に近接す

る時期に口座振替による納付ではない納付の記載があるところ、申立人は、

納付書による保険料納付の時期及び納付回数についての記憶は定かでない。 

さらに、申立期間②、③及び④は、１年以内の近接する期間であり、そ

れぞれの間は現年度納付されており、納付済期間をはさんで申立期間②、

③及び④の３度の期間の納付記録が、夫婦二人を一緒に誤って未納と記録

されたとは考え難い。 

加えて、申立人が、申立期間②、③及び④の保険料を納付していたこと

を示す関連資料は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間のうち、

昭和 62 年７月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。



                    

  

大阪国民年金 事案 3253 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年７月から同年 12 月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 37 年 10 月まで 

          ② 昭和 51 年７月から同年 12 月まで 

私は、昭和 36 年４月ごろに国民年金制度が発足するため、町内会の      

会計役の方にＡ市役所Ｂ出張所で国民年金の加入手続をしてもらった。 

以降は、毎月、自治会の当番の方が自宅に集金に来て、保険料 100 円

を納付し、自治会の会計さん宅に持って行っていた。（申立期間①） 

   申立期間②についても自宅に隣組の方が来て納付していた。 

申立期間が未納であることは納得できないので、納付済みと認めて  

ほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年４月に国民年金に加入して以降は隣組の集金人に

保険料を納付していたと陳述している。 

   そこで、申立人の加入手続時期をみると、申立人の国民年金手帳記号番

号は、昭和 37 年５月 25 日に夫婦連番で払い出されていることが同払出簿

から確認でき、36 年４月に加入手続をしたとの陳述とは符合しない。ま

た、払出時点では、申立期間①の保険料について過年度納付は可能であっ

たものの、その場合、毎月集金人に現年度納付していたとの陳述とは符合

しない。 

   また、Ａ市において納付組織による集金制度の規則が制定されたのは、

昭和 37 年４月であり、申立人が居住していたＣ地区においては同年９月

まではＢ出張所で出張検認が実施されていたことが、当時の広報誌から確

認でき、36 年４月から自治会の集金人に納付していたとの陳述とは符合



                    

  

しない。 

   さらに、申立期間と同期間につき夫の納付記録も未納である。 

   加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について確認す

るため、同払出簿の調査及び旧姓を含む別読みによる氏名検索を行うも、

その存在は確認できなかったほか、申立期間の保険料の納付をうかがわせ

る周辺事情等も見当たらなかった。 

   次に、申立期間②についてみると、申立人は、申立期間①直後の昭和

37 年 11 月以降については、60 歳到達まで申立期間を除き 359 か月の保険

料を完納しており、納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立期間の前後は現年度納付がなされていることが確認でき、申

立人の居所及び生活状況に大きな変化は認められないことから、申立人の

納付意識の高さに 鑑
かんが

み、この期間のみ保険料を納付しないことは不自然

である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 51 年７月から同年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。



                    

  

大阪国民年金 事案 3254 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年１月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年１月から 50 年３月まで 

昭和 42 年＊月に結婚して以来、国民年金の保険料については国民健

康保険の保険料とともに、いつも妻が私の分と一緒に夫婦二人分を納付

していた。申立期間当時私たち夫婦はＢ所でＡ業務に従事していたが、

妻によると保険料は銀行又は信用金庫からＢ所に来ていた集金人に納付

書で納付していたそうである。当時の納付金額は覚えておらず、領収書

等も残っていないが、申立期間についても、その前後の期間と同様に保

険料は欠かさず納付していたはずであり、申立期間が未納とされている

のは納得できない。最近、妻の申立てにより、昭和 40 年代中ごろで納

付記録が訂正された期間があるが、申立期間も記録間違いとしか思えな

いので、早期の調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42 年に結婚して以来、いつも妻が自分の分と一緒に夫

婦二人分を欠かさず納付してきたと申し立てている。 

そこで、申立人の保険料納付記録をみると、加入月以降平成３年 11 月

に厚生年金保険に加入する直前の月まで、申立期間を除くすべての期間に

ついて保険料が納付済みであることが社会保険庁の納付記録から確認でき、

申立人の妻の納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人夫婦の納付記録をみると、市の被保険者名簿においては夫

婦いずれについても昭和 45 年４月から 47 年３月までが附則 18 条に基づ

く特例納付期間とされているのに対し、社会保険庁の特殊台帳においては、

申立人については前述と同一の期間が、申立人の妻についてはそれより１



                    

  

年短い 45 年４月から 46 年３月までが特例納付期間とされ、両資料の記録

に整合性が見られない。 

さらに、昭和 47 年４月から 48 年３月までの期間については、申立人夫

婦のいずれの場合も申請免除期間とされていたにもかかわらず、行政機関

は当該期間のうち、47 年４月から同年 12 月までについて特例納付を受け

付けており（後に、この期間は追納期間として変更処理。）、行政側の不

適切な対応がうかがえる。 

加えて、社会保険庁のオンライン記録において、昭和 45 年４月から 46

年３月までの期間について通常納付から特例納付に、また、47 年４月か

ら同年 12 月までの期間については通常納付から追納に、いずれも平成 20

年２月に至って初めて記録訂正されていることが確認できる。 

このように、申立期間に近接した期間について、行政側の事務的過誤が

散見され、納付記録の管理に混乱が生じていたことは明らかであり、申立

期間の納付記録についても何らかの過誤が生じた可能性は否定できない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の保険

料を納付していたものと認められる。



                    

  

大阪国民年金 事案 3255 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年１月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年１月から 50 年３月まで 

昭和 42 年＊月に結婚して以来、国民年金の保険料については国民健

康保険の保険料とともに、いつも私が夫の分も一緒に夫婦二人分を納付

していた。申立期間当時私たち夫婦はＢ所でＡ業務に従事していたが、

保険料は銀行又は信用金庫からＢ所に来ていた集金人に納付書で納付し

ていた。当時の納付金額は覚えておらず、領収書等も残っていないが、

申立期間については、その前後の期間と同様に保険料は欠かさず納付し

ていたはずであり、申立期間が未納とされているのは納得できない。最

近、昭和 45 年４月から 48 年 12 月までの期間について、私の申立てに

よって当初未納とされていたのが納付済みと訂正されたが、申立期間も

記録間違いとしか思えないので、早期の調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42 年に結婚して以来、いつも自分が夫の分と一緒に夫

婦二人分を欠かさず納付してきたと申し立てている。 

そこで、申立人の保険料納付記録をみると、加入月以降平成３年９月に

厚生年金保険に加入する直前の月まで、申立期間を除くすべての期間につ

いて保険料が納付済みであることが社会保険庁の納付記録から確認でき、

納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人夫婦の納付記録をみると、市の被保険者名簿においては夫

婦いずれについても昭和 45 年４月から 47 年３月までが附則 18 条に基づ

く特例納付期間とされているのに対し、社会保険庁の特殊台帳においては、

申立人の夫については前述と同一の期間が、申立人についてはそれより１



                    

  

年短い 45 年４月から 46 年３月までが特例納付期間とされ、両資料の記録

に整合性が見られない。 

さらに、昭和 47 年４月から 48 年３月までの期間については、申立人夫

婦のいずれの場合も申請免除期間とされていたにもかかわらず、行政機関

は当該期間のうち、47 年４月から同年 12 月までについて特例納付を受け

付けており（後に、この期間は追納期間として変更処理。）、行政側の不

適切な対応がうかがえる。 

加えて、社会保険庁のオンライン記録において、昭和 45 年４月から 48

年 12 月までの期間については、当初未納期間とされていたのが平成 20 年

１月に至って初めて納付済期間（昭和 47 年４月から同年 12 月までについ

ては追納期間。）として記録訂正されていることが確認できる。 

このように、申立期間に近接した期間について、行政側の事務的過誤が

散見され、納付記録の管理に混乱が生じていたことは明らかであり、申立

期間の納付記録についても何らかの過誤が生じた可能性は否定できない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の保険

料を納付していたものと認められる。



                    

  

大阪国民年金 事案 3256 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年１月から 51 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生  

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年８月から 51 年３月まで 

昭和 51 年ごろに父親が、私と妻の二人分の国民年金の加入手続を市

役所で行った。父親は 20 歳までさかのぼって納付してきたと言って、

私たち夫婦に国民年金手帳を渡した。また、これからの保険料は自分達

で納付しなさいと言ったので、以後は、夫婦二人分の保険料を定期的に

納付した。年金記録を確認したところ、夫婦共に父親が納付した期間が

未納とされていることが分かり納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 51 年ごろに申立人の父親が、申立人夫婦の国民年金の

加入手続を行い、その際に 20 歳までの保険料をさかのぼって納付したは

ずであると申し立てている。 

そこで、申立人夫婦の加入手続時期をみると、市の被保険者名簿の記録

から申立人夫婦共に昭和 52 年２月 24 日になされたものと推定できる。こ

の場合、申立期間のうち、49 年 12 月以前の保険料は、時効の成立により、

既に納付できない期間となっているほか、当時は、特例納付実施時期に該

当しておらず、時効が完成した期間の保険料は収納できない。 

また、申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性

を確認するため、別読みを含めた氏名検索のほか、申立期間当時の住所地

を管轄する社会保険事務所において、払出簿の縦覧調査を行ったがその存

在をうかがわせる事情は見当たらなかった。 

一方、申立期間のうち、加入手続時点から、納付可能な過年度期間であ

った昭和 50 年１月以降についてみると、申立期間直後の 51 年４月から



                    

  

52 年３月までの保険料は、夫婦共に同年９月に過年度納付されているこ

とが市及び社会保険庁双方の記録から確認できる。また、父親が一緒にさ

かのぼって納付したとする妻は、50 年１月から 51 年３月までの保険料を、

52 年５月に過年度納付していることが同様に確認できる。 

これらの点を踏まえると、申立期間のうち、昭和 50 年１月から 51 年３

月までの保険料については、妻と同様の過年度納付は可能であり、父親が

申立人のみ未納とする理由は見当たらず、妻の分と併せて、過年度納付が

なされていたと考えるのが自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 50 年１月から 51 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。



                    

  

大阪国民年金 事案 3257 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年４月から同年６月までの期間、同年 10 月から同年

12 月までの期間及び 56 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年４月から同年６月まで 

             ② 昭和 49 年 10 月から同年 12 月まで 

③ 昭和 56 年１月から同年３月まで 

私は、結婚した昭和 46 年＊月以降、平成元年２月に厚生年金保険に

加入するまで国民年金保険料を自分で納付してきた。 

それまで未納とされていた昭和 50 年 1 月から同年３月までの期間は、

領収証書があったので納付が認められたが、申立期間①、②及び③につ

いては、領収証書が無いという理由で未納とされたままである。 

私は、送られてきた納付書で、保険料をすべて納付してきたのに、未

納があるのは納得できない。      

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の納付記録をみると、当初、未納期間とされていた申立期間②直

後の昭和 50 年１月から同年３月までの期間について、申立人の所持する

領収証書に基づき、平成 20 年 11 月 25 日に納付済期間に記録訂正されて

いることが確認でき、当時の記録管理に不備があったことをうかがわせる。 

また、当該領収証書は、社会保険事務所の手書き納付書の領収証書であ

り、昭和 50 年５月 10 日に過年度納付しているが、同じ昭和 49 年度の保

険料である申立期間①及び②の保険料が未納であれば、当然、これらの期

間も含めて納付書が発行されるものと考えられるところ、当該領収証書に

は、申立期間①及び②の記載が見られないことから、当該期間は、当時の

行政庁において、現年度による納付済期間として把握されていたものとみ



                    

  

るのが自然である。 

申立期間③について、申立人の特殊台帳を見ると、未納の催告が行われ

たことが記載されており、現年度においては未納であったものと考えられ

る。 

一方、申立人は、昭和 51 年４月に付加年金に加入し、平成元年２月に

厚生年金保険に加入するまで、申立期間③の３か月及び第３号被保険者期

間を除き、付加保険料を含めて保険料をすべて納付しているなど、納付意

識が高かったものと考えられる上、同様の状況にあった申立期間②直後の

昭和 50 年１月から同年３月までの保険料を過年度納付していることなど

を踏まえると、申立期間③についても、後に社会保険事務所の納付書によ

り過年度納付していたものと考えても不自然ではない。 

なお、納付期限を過ぎた付加保険料は、制度上、納付することができな

いものとされていることから、申立期間③については、定額保険料のみを

納付していたものとみるのが相当である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



                    

  

大阪国民年金 事案 3258 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年７月から同年 11 月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 43 年９月まで 

    私の父はＡ社に勤務していたため情報が早く、国民年金制度が始まっ

た昭和 36 年４月に両親が区役所で私の国民年金の加入手続を行い、私

が結婚してＤ市に転居する前の 43 年９月まで、母が毎月区役所の窓口

で、私の保険料を母自身及び姉妹の保険料と一緒に納付してくれていた。 

また、私が昭和 40 年４月から会社に勤務し、厚生年金保険に加入し

ていた間も、母は私の保険料を納付していたと言っている。 

母が一緒に保険料を納付していた姉と妹は、申立期間の年金を受給

しているのに、私だけ納付記録が抜けているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月に、申立人の両親が

申立人の国民年金の加入手続を行ってくれたと申し立てているが、国民年

金の被保険者資格は満 20 歳以上とされていることから、申立期間のうち、

申立人が 20 歳前である 37 年３月以前の期間は、国民年金の無資格期間で

あり、国民年金に加入することができなかったものと考えられる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、昭和

41 年８月９日に払い出されていることが手帳記号番号払出簿により確認

できる上、その資格取得日は、申立人がＢ社を退職し、厚生年金保険の被

保険者資格を喪失した同年７月１日となっていることから、申立人の国民

年金の加入手続は、同社を退職した後に行われたものと推定される。その

後、申立人は、Ｃ社に再就職した同年 12 月１日に国民年金の資格を喪失

し、43 年＊月に結婚した後、53 年 1 月 14 日に任意加入被保険者の資格を



                    

  

取得していることが、申立人の特殊台帳及び社会保険庁の記録により確認

できることから、申立期間のうち、37 年４月から 41 年６月までの期間及

び同年 12 月以降の期間は、記録上、国民年金の未加入期間であり、国民

年金保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

さらに、申立人の母親が、申立期間のうち、国民年金の未加入期間の保

険料を納付するためには、申立人に係る別の国民年金手帳記号番号の払出

しが必要であるところ、手帳記号番号払出簿の内容をすべて視認し、各種

の氏名検索を行ったが、申立人に対し、別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情は見当たらなかった。 

一方、申立人の母親が、申立人と一緒に保険料を納付していたとする申

立人の姉及び妹並びに母親自身についてみると、まず、妹の国民年金手帳

記号番号が昭和 41 年１月 26 日に払い出され、39 年 11 月から 40 年３月

までの保険料をさかのぼって納付した後は、障害年金受給に伴う法定免除

期間となっている。続いて、姉及び母親の国民年金手帳記号番号が、妹の

手帳記号番号が払い出された約半年後の 41 年８月９日に、申立人と一緒

に払い出されている上、母親は同日に国民年金に任意加入していることか

ら、この当時において、申立人の母親の国民年金制度に対する意識が高ま

っていたことをうかがわせる。 

また、申立期間のうち、申立人の国民年金被保険者期間である昭和 41

年７月から同年 11 月までの期間については、申立人の姉は納付済みであ

り、申立人姉妹の保険料を一緒に納付していたとする申立人の母親も、任

意加入した同年８月以降、納付済みであることなどを踏まえると、当該期

間に係る申立人の保険料についても、一緒に納付していたものとみるのが

自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 41 年７月から同年 11 月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。



                    

  

大阪国民年金 事案 3259  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年８月から 44 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住        所 ：   

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年２月から 40 年３月まで 

② 昭和 43 年８月から 44 年３月まで 

申立期間①については、母親が国民年金の加入手続をしてくれたと思

うが、はっきり覚えていない。国民年金保険料の納付は自分では行って

おらず、母親が姉及び兄の分と一緒に納付してくれていたと思う。 

申立期間②については、私自身が夫の給料から納付していたので未納

であるはずはない。 

保険料の納付方法については、集金人に納付したこともあり、郵便局

でまとめて納付したこともあるが、申立期間の保険料の納付状況は、は

っきりとは覚えていない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、所持する領収証書から、申立人はその前後の期

間である昭和 41 年度及び 42 年度並びに 44 年度の国民年金保険料につい

て、それぞれ年度単位で一括して過年度納付していることが確認できる。 

一方、申立期間を含む昭和 43 年度の国民年金保険料については、社会

保険事務所の記録では、申立期間直前の昭和 43 年４月から同年７月まで

の４か月の保険料は納付済みとなっている。 

しかし、所持する国民年金手帳には当該４か月の印紙検認記録が無いこ

とから、この時の納付も、前後の年度と同様に過年度納付と考えられるが、

その場合、年度当初の４か月のみ過年度納付し、申立期間の国民年金保険

料のみ未納となっていることは不自然である。 

また、申立人は、別途、昭和 42 年９月から同年 12 月までの４か月の国



                    

  

民年金保険料として、1,550 円を 45 年 11 月５日に納付した旨の領収証書

を所持している。 

しかし、当該金額は当時の４か月の保険料額等と一致しない上、昭和

42 年度の国民年金保険料については、既に約２か月前の昭和 45 年９月 14

日に１年分を一括して納付していることが確認できることから、不自然な

収納事務が行われていたことがうかがえ、このことが申立期間当時の記録

管理に何らかの影響を及ぼした可能性も否定できない。 

さらに、申立期間は８か月と短期間である上、仕事も順調であった申立

人が、申立期間の国民年金保険料を未納のまま放置し、申立期間前後の保

険料のみを過年度納付したとは考え難い。 

一方、申立期間①については、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、

申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 41 年６月ごろに、国民年金未加入

者に対する特別適用対策事業として職権で払い出されており、この手帳記

号番号払出時点においては、申立期間のうち、37 年２月から 38 年 12 月

までの国民年金保険料は制度上納付することができず、また、39 年１月

から 40 年３月までの保険料は過年度保険料となり、集金人に納付するこ

とはできない。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付するためには別の国民年金手帳

記号番号の払出しが必要であるところ、手帳記号番号払出簿の縦覧調査及

び氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

さらに、申立人は、国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、納付

等を行っていたとする申立人の母親は既に他界しているため、申立人から

申立期間の保険料納付をめぐる事情等を酌み取ろうとしても、新たな周辺

事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 43 年８月から 44 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



大阪厚生年金 事案 4215 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年６月 13日から 28年３月 17日まで 

             ② 昭和 28年３月 17日から同年９月 18日まで 

             ③ 昭和 29年５月１日から同年 11月１日まで 

             ④ 昭和 31年５月 20日から 32年 11月 10日まで 

             ⑤ 昭和 33年７月１日から同年 11月 26日まで 

    厚生年金保険加入記録を照会したところ、申立ての５社に係る厚生年金保

険被保険者期間について脱退手当金支給済みとの回答があった。 

脱退手当金を受給したとされる昭和 34 年４月当時は実家のあるＡ県Ｂ市

に住んでおり、受給できないはずである。 

脱退手当金を請求も受給もしていないので、申立期間を厚生年金保険被保

険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   異なる被保険者番号で管理されている厚生年金保険加入期間について脱退

手当金を支給する場合には、番号の重複取消を行った上で支給することとなる

が、申立期間①、②及び③と申立期間④並びに申立期間⑤はそれぞれ異なる番

号で管理されていたにもかかわらず、重複取消が行われていない。 

   また、申立人の被保険者台帳には、脱退手当金の算定のために必要となる標

準報酬月額等を、厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答した旨の

記録が無い。 

   さらに、申立人が勤務していた事業所の被保険者名簿の申立人が記載されて

いるページとその前後９ページに記載されている女性のうち、申立人と同一時

期（おおむね２年以内）に資格を喪失し、脱退手当金の支給記録がある者は申

立人を含めて３人であるところ、申立人以外の２人の被保険者名簿には脱退手

当金の支給を意味する「脱」の表示がある一方、申立人には「脱」の表示が無

いことを踏まえると、申立人に脱退手当金が支給されていたとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4216 

 

第１ 委員会の結論 
   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月 24日から 39年７月 21日まで 

    Ａ社に勤務していた昭和 36年 10 月 24日から 39年７月 21日までの厚生

年金保険加入期間について、照会申出書を提出したところ、脱退手当金支給

済みとの回答を受けた。 

脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していないので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日 

から約１年７か月後の昭和41年２月28日に支給決定されたこととなっており、

事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳記

号番号払出簿の氏名は変更処理がなされておらず旧姓のままであり、申立期間

の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考えられるが、申立人は昭和 40 年６

月＊日に婚姻し、改姓していることから、申立人が脱退手当金を請求したとは

考え難い。 

さらに、申立人は、「会社退職後、結婚するに当たり国民年金に加入するも

のと思い、自ら手続を行った。」旨陳述しているところ、脱退手当金支給決定

前の昭和 40 年 11 月に国民年金手帳記号番号の払出しを受け、41 年４月以降

保険料を納付していることを踏まえると、当時脱退手当金を請求する意思を有

していたとは認め難い。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4217 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年５月１日から 33年９月９日まで 

             ② 昭和 33年 10月１日から 38年５月１日まで 

    厚生年金保険加入期間について、社会保険事務所に照会申出書を提出した

ところ、Ａ社及びＢ社における被保険者期間が、脱退手当金支給済みとの回

答を受けた。 

    脱退手当金を請求した記憶は無く、受け取っていないので、厚生年金保険

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者期

間をその計算の基礎とするものであるところ、申立人が申立期間を含む４回の

被保険者期間のうち、申立期間以前の２回の被保険者期間を失念するとは考え

難い。 

また、異なる被保険者番号で管理されている厚生年金保険加入期間について

脱退手当金を支給する場合には、番号の重複取消を行った上で支給することと

なるが、申立期間①及び②はそれぞれ異なる番号で管理されていたにもかかわ

らず、厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出

簿とも重複取消が行われていない。 

さらに、申立人は、Ｂ社退職直後にパート勤務しながら次の就職先を探し、

昭和 38年 11月に転職したと陳述しているところ、脱退手当金が支給決定され

た同年７月 30日から間もなく、別会社に再就職し、厚生年金保険に加入して

いることを踏まえると、その直前に脱退手当金を請求するのは不自然である。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4218   

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 32 年８月１日に厚生年金保険被保険者の資格を

取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったと認められることから、申立人

の厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

なお、申立期間の標準報酬月額については１万 8,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年８月１日から同年 11月１日まで 

    社会保険事務所に夫の厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社

の資格取得日が昭和 32年 11月１日であるとの回答があった。夫は、同社

の代表取締役として会社設立時から勤務しており、手元に資格取得日が

「32年８月１日」と記載された厚生年金保険被保険者証も有るので、申立

期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

    （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 32 年８月１日を資格取得日とする厚生年金保険被保険者証

を所持している。 

また、社会保険事務所の厚生年金保険記号番号払出簿を見ると、申立人に対

し、上記被保険者証に記載されている被保険者台帳記号番号と同一の昭和 32

年８月１日を資格取得日とする記号番号が払い出されているところ、当該取得

日については同年 11 月１日へと訂正されている。さらに、同払出簿において

記載事項に訂正がある者は、備考欄に訂正項目及び訂正年月日の記載があると

ころ、申立人については当該訂正に係る記載が無く、社会保険事務所における

申立期間当時の記録管理が適正に行われていなかったこともうかがわれる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 32 年８月１日に被

保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 32

年11月の社会保険事務所の記録から、１万8,000円とすることが妥当である。



大阪厚生年金 事案 4219 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得及び喪

失の届出を行っていないと認められることから、Ａ社における申立人の被保

険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 21 年 12 月１日）及び資

格取得日（昭和 22年６月１日）を取り消すことが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、600円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 21年 12月１日から 22年６月１日まで 

社会保険事務所の厚生年金保険の加入記録では、Ａ社に勤務した期間の

うち、昭和 21年 10月３日から 29年５月１日までの期間の記録が無かった

ので、社会保険事務所に記録の訂正を求めたところ、平成 20 年に、「昭和

21 年 10 月３日から同年 12 月１日までの期間及び昭和 22 年６月１日から

29年５月１日までの期間。」が新たな被保険者期間として認められたが、両

期間の間である申立期間については認められなかった。 

しかし、申立期間もＡ社に継続して勤務していたので、当該期間につい

て、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の在籍証明書から、申立人が、申立期間も同社に継続して勤務していた

ことが認められる。 

また、社会保険事務所は、申立人からの申し出により、平成 20 年６月に申

立人の厚生年金保険被保険者記録を訂正し、申立人の申立期間に係る資格喪失

日を昭和 21年 12月１日としているが、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人の資格喪失日欄に同日の記載が確

認できるものの、同名簿においては、資格喪失日欄に標準報酬月額の改定日及

び改定の等級が記載されているものが散見され、一方、資格喪失欄に日付だけ

が記載されて、かつ、備考欄に「退職」の押印が有る者は、名簿の記載どおり

に同日付けで資格を喪失していることが社会保険庁のオンライン記録で確認

できるところ、申立人と同様に資格喪失日欄に日付だけが記載され、かつ、備

考欄に「退職」の押印が無い被保険者は、申立人のほかに３人見られるが、社

会保険庁のオンライン記録において同日付けで資格を喪失している者はいな



い。 

さらに、社会保険事務所は、平成 20 年６月の申立人に係る厚生年金保険被

保険者記録の訂正において、申立人の申立期間に係る資格取得日を昭和 22 年

６月１日としているが、Ａ社に係る別の被保険者名簿を見ると、申立人の資格

取得欄に同日の記載が確認できるものの、同名簿において、資格取得日欄に申

立人と同日の同年６月１日が記載されている者は申立人のほかに連記で 10 人

確認できるところ、社会保険庁のオンライン記録において同日付けで資格を取

得している者はいない。 

加えて、Ａ社に係る前述の二つの被保険者名簿とは異なる別の被保険者名簿

を見ると、申立人の標準報酬月額の改定日として昭和 22 年６月１日の記録が

確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険庁及び社会保険事務所における申立

人に係る厚生年金保険の記録管理が不適切であったものと認められることか

ら、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失（昭和

21 年 12 月１日）及び取得（昭和 22 年６月１日）の届出を社会保険事務所に

行ったとは認められない。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における申立期間

前後の社会保険事務所の記録から、600円とすることが妥当である。



大阪厚生年金 事案 4220 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格喪失日に係る記録

を昭和 44年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 2,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月 26日から 44年１月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。

申立期間は、会社の事務所がＣ県からＤ県へ移転した時期であるが、継続し

て勤務していたのは間違いなく、給与支払明細書も有るので、申立期間につ

いても厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与支払明細書及び雇用保険の記録により、申立人がＡ社に継続して勤務し、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の保険料控除額

及び申立人のＡ社Ｂ支社における昭和 43 年９月の社会保険事務所の記録から、

５万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間は、Ａ社Ｂ支社が厚生年金保険の適用事業所で無くなった日

から同社Ｃ支社の新規適用日までの期間であり、同社は厚生年金保険の適用事

業所ではない。 

しかし、社会保険事務所の同社Ｂ支社及び同社Ｅ支社に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿を見ると、同社Ｂ支社が適用事業所では無くなった昭和

43年 10月 26日に資格を喪失している 15人のうち９人が同社Ｅ支社の新規適

用日である 44 年１月１日に同事務所で資格を取得していることが確認できる

こと及び同僚の陳述内容から、Ａ社Ｂ支社は、申立期間当時の厚生年金保険法

に定める適用事業所の要件を満たしていたものと推認される。 



なお、申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなく、申立期間当時の事業主も死亡

しているため不明であるが、同社は申立期間において適用事業所ではないこと

から、社会保険事務所は申立人に係る昭和 43年 10月から同年 12 月までの期

間の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知

を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を

還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 4221 

 

第１ 委員会の結論 
   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和

27 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 24 年１月から 26 年６月

までは 3,000円、同年７月から 27年３月までは 3,500円とすることが必要で

ある。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年１月１日から 27年４月１日まで 

    私は、昭和 23年４月にＡ社にＢ業務従事者として入社した。 

当時、｢Ｂ業務に従事は３年、Ｃ業務に従事は１年。｣とされており、当該

事業所にて４年間勤務したが、社会保険庁の記録では厚生年金保険の資格喪

失日が 24年１月１日となっており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社での在職については、複数の同僚の陳述等から判断すると、申

立期間も同社において継続して勤務していたことが推定できる。 

また、申立人はＡ社にＢ業務従事者として入社した者は４年間勤務するのが

慣例であったと申し立てているところ、申立人と入れ替わりに入社した同僚か

らもこれと符合する旨の陳述が得られ、当該同僚には同社においてＢ業務期間

を含め３年 11か月の厚生年金保険の加入記録が確認できる。 

さらに、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿をみると、申立人と同時期に

Ｂ業務従事者として同社に入社し、申立人と一緒に昭和 23年８月 20日付けで

資格を取得している一歳年少の同僚は、約４年後の 27 年７月１日に資格を喪

失するまで被保険者資格が継続していることが確認できる。 

これらのことから、Ｂ業務従事者としてＡ社に入社した社員については、申

立人主張のとおり４年間継続して勤務し、同社では当該期間については厚生年



金保険に加入させていたものと考えるのが相当である。   

これらを含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間についても厚生年金

保険料を事業主により給与から継続して控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同時期にＡ社へ入社し、

同質の業務に従事していた同僚に係る社会保険事務所の記録から判断すると、

昭和 24年１月から 26 年６月までは 3,000円、同年７月から 27年３月までは

3,500円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は昭和 44年 10月 21 日に厚生年金保険の適用事業所では無くなっている上、

当時の事業主も既に死亡しており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかではないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4222  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の Ａ社における資格喪失日は、昭和 41年８月１日であると認められ

ることから、申立期間②に係る厚生年金保険資格の喪失日に係る記録を訂正す

ることが必要である。 

なお、昭和 41 年６月及び同年７月の標準報酬月額については、１万 8,000

円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生れ 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 33年８月８日から 36年まで 

             ② 昭和 41年６月 17日から 44年７月７日まで 

    私は、Ｂ社に、昭和 33 年４月から３年間は勤務した。入社２年目と３年

目に、Ｃ社（現在は、Ｄ社。）のＥ宣伝カーに乗ったことを覚えている。社

会保険事務所において、同年４月から同年８月までの厚生年金保険加入記録

しかないのは納得できない（申立期間①）。 

    また、私は、昭和 38年６月から 44 年７月７日までＡ社で勤務していた。

40 年９月１日まで厚生年金保険に加入していないことは納得しているが、

社会保険事務所では、資格喪失日が 41年６月 17日となっており納得できな

い（申立期間②）。 

    申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者であったことを認めて

ほしい。 

            

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、同僚の陳述から判断して、申立人が申立期間②のう

ち、昭和 41年６月 17日から同年８月１日までＡ社に勤務していたことが推認

できる。 

一方、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、申立人の資格喪失日は、昭和 41 年６月 17 日と記録されているが、

標準報酬月額の変せん欄には、同年 10 月１日付けで標準報酬月額を１万

8,000円とする定時決定の記録があり、その後取消訂正の形跡も見られない。

また、当該被保険者名簿において、申立人と同様に資格喪失日より後に定時



決定の記録がある者が複数名確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人について、昭和 41 年６月 17 日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失し

た旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失処理に係る記録は有効なもの

とは認められないことから、申立人の資格喪失日は、被保険者報酬月額算定

基礎届の基準日である同年８月１日であると認められる。 

なお、昭和 41年６月及び同年７月の標準報酬月額については、同年５月の

社会保険事務所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

一方、申立期間②のうち、昭和 41 年８月１日から 44 年７月７日までの期

間についてはＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において当該期

間に被保険者資格を有する元従業員 10人に照会しても、７人が申立人を記憶

していないなど、当該期間における申立人のＡ社における勤務の実態は確認

できない。 

また、元従業員のうち、昭和 41 年 11 月ごろにＡ社に入社し、同社におい

て申立人と同じ業務に従事していたとする者が、申立人を記憶していないこ

とから、同年 11月ごろ以降の申立人の同社での在籍は確認できない。 

申立期間①については、申立人は、Ｂ社で勤務し厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、昭和 36 年８月 31 日に厚生年金保険の適用事業所では無

くなっており、事業主の所在も不明であるため、事業所及び事業主から、申

立人の申立期間①における同社での勤務実態及び厚生年金保険料控除の状況

は確認できない。 

また、社会保険事務所のＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて申立期間①に被保険者資格を有する元従業員３人に照会したが、申立

人を記憶している者はいない。 

さらに、申立人は、入社２年目及び３年目（昭和 34 年４月から 36 年３月

まで。）に、Ｃ社のＥ宣伝カーに乗車したと陳述しているが、Ｄ社では、Ｅ宣

伝カーは昭和 34 年には姿を消したとしており、少なくとも入社３年目には、

Ｅ宣伝カーに乗ることはできない。    

このほか、申立人が、昭和 41年６月 17日から同年８月１日までの期間を

除き、申立期間①及び②において、厚生年金保険料を控除されていたことを

確認できる関連資料は無く、保険料の控除をうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間のうち、昭和 41年６月 17日から同年８月１日までの期間を除く期

間については、申立人が厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4223 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 12年 10月か

ら 13 年 12 月までの期間については 36 万円、14 年１月については 30 万円、

同年２月については 32万円、同年３月及び同年４月については 30万円、同年

５月については 34 万円、同年６月については 36 万円、同年７月については

32 万円、同年８月から 15 年７月までの期間については 36 万円に訂正する必

要がある。 

   なお、事業主は、平成 12年 10月から 15年７月までの上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年 10月１日から 15年８月１日まで 

    社会保険事務所で厚生年金保険被保険者記録を確認したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、平成 12年 10月から 15年７月までの期間の標準報

酬月額が 20 万円となっているが、当時の給与明細書では、標準報酬月額が

36 万円に相当する保険料が源泉徴収されているので、標準報酬月額を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出のＡ社における給与明細書から、申立人は、申立期間において、

その主張する標準報酬月額（36 万円）に見合う厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

しかし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これら

の標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申

立人の標準報酬月額については、給与明細書において確認できる保険料控除額



から、平成 12 年 10 月から 13 年 12 月までの期間、14 年６月及び同年８月か

ら 15 年７月までの期間については 36 万円、14 年１月、同年３月及び同年４

月については 30万円、同年２月及び同年７月については 32万円、同年５月に

ついては 34万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、給与

明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額

と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が平成 12年 10月から 15年

７月までの申立期間の全期間にわたり一致していないことから、事業主は、給

与明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出

ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められ

る。



大阪厚生年金  4224 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 11年 10月か

ら 13 年 12 月までの期間及び 14 年５月から 15 年７月までの期間については

17万円、14年１月から同年４月までの期間については 16万円に訂正する必要

がある。 

   なお、事業主は、平成 11年 10月から 15年７月までの上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年 10月１日から 15年８月１日まで 

    社会保険事務所で被保険者記録を確認したところ、Ａ社に勤務していた期

間のうち、平成 11年 10月から 15年７月までの期間の標準報酬月額が９万

8,000 円となっているが、当時の給与明細書では、標準報酬月額が 17 万円

に相当する保険料が源泉徴収されているので、標準報酬月額を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出のＡ社における給与明細書及び源泉徴収票から、申立人は、申立

期間において、その主張する標準報酬月額（17 万円）に見合う厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

しかし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険料給

付が行われるのは、事業主が源泉徴収していたと認められる保険料額及び申立

人の標準報酬のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これ

らの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、

申立人の標準報酬月額については、給与明細書及び源泉徴収票において確認で

きる保険料控除額から、平成 11年 10月から 13年 12月までの期間及び 14年

５月から 15 年７月までの期間については 17 万円、14 年１月から同年４月ま



での期間については 16万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、給与

明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額

と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が平成 11年 10月から 15年

７月までの申立期間の全期間にわたり一致していないことから、事業主は、給

与明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出

ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められ

る。



大阪厚生年金 事案 4225 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 39年１月１日から同年７月 16日までの厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立人のＡ社における厚生年金保険の資格取得日に係る記録を同年１月

１日に、資格喪失日に係る記録を同年７月 16 日に訂正し、当該期間の標準報

酬月額を１万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  女 

基礎年金番号  ：   

生 年 月 日  ：  昭和 19年生 

住        所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 38年９月１日から 39年７月 16日まで 

     私の厚生年金保険の記録を社会保険事務所に照会したところ、昭和 38 年

９月から 39 年７月まで勤務していたＡ社の加入記録が欠落していることが

わかった。同社勤務当時の給与明細を現在も所持しており、厚生年金保険料

も控除されている。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出のあった給与明細書の記録により、申立人が申立期間におい

てＡ社に継続して勤務していたことが認められる。また、同給与明細書の記録

により、申立人は、申立期間のうち、昭和 39年１月１日から同年７月 16日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

さらに、申立期間のうち、昭和 39 年１月から同年６月までの標準報酬月額

については、給与明細書の保険料控除額から、１万 6,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、社会

保険事務所に保管されている申立期間に係るＡ社の厚生年金保険被保険者名

簿において、健康保険の整理番号に欠番は無いことから、申立人に係る社会保

険事務所の記録が失われたとは考えられない上、仮に、事業主から申立人に係

る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪失届

も提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務

所が当該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主から社会保険事務所



へ資格の取得及び喪失に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る昭和 39 年１月から同年６月の保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料納付義務を履行していない

と認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 38年９月１日から 39年１月１日までの期間に

ついて、当該給与明細書の記録により厚生年金保険料の控除を確認できず、ま

た、申立期間当時、Ａ社で事務を担当していた同僚は「従業員全員を厚生年金

保険に加入させていなかったと記憶している。」と陳述していることから、同

期間については厚生年金保険に加入していなかったものと考えられる。 

このほか、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されてい

たことを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これまで収集した関連資料等を総合的に判断すると申立人が厚生年金保険

被保険者として申立期間のうち、昭和 38年９月１日から 39年１月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認

めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4226 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日を昭和

40 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ：  昭和 14年生 

    住    所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 40年３月２日から同年４月１日まで 

私は、昭和 38年４月１日にＡ社に入社し、平成 11年９月 30日に退職す

るまで継続して同社に勤務していた。しかし、社会保険庁の記録では、申立

期間について厚生年金保険の加入記録が無く、納得がいかない。昭和 40 年

４月ごろ同社Ｂ工場から同社本社に転勤した際の処理誤りと思われるので、

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社の回答から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤

務し（昭和 40 年４月１日に同社Ｂ工場から同社本社に異動。）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 40

年２月の社会保険事務所の記録から２万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4227  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  女 

基礎年金番号  ：   

生 年 月 日  ：  昭和 14年生 

住        所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 30年 11月１日から 33年９月 20日まで 

年金の請求手続のためＣ社会保険事務所に出向いたところ、Ａ社に勤務し

ていた期間について、脱退手当金支給済みとの回答を受けた。Ａ社を退職し

た後、すぐにＢ社に勤務しており、脱退手当金を請求するつもりも機会もな

かった。 

脱退手当金は請求したことも受給したことも無いので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務していた期間について自身で脱退手当金の受給申請手

続をした記憶が無いことから、脱退手当金は受給していないとしている。 

そこで、社会保険庁の記録をみると、申立人は、Ａ社を退職した昭和 33 年

９月から１か月半後の同年 11 月１日にＢ社に再就職し、厚生年金保険被保険

者資格を再取得していることが確認できることから、Ａ社退職時に脱退手当金

を請求する意思を有していたとは考え難い。 

また、脱退手当金を請求する際、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間の前後にある２回の被

保険者期間については、その計算の基礎とされておらず、未請求とされている。

しかしながら、申立人が申立期間を含む３回の被保険者期間のうち、申立期間

のみを請求し、申立期間の前後にある２回の被保険者期間を失念するとは考え

難い。 

これらの理由及びその他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金  事案 4228  

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険の資格取得日は、昭和 43 年１月１日で

あると認められることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日を同

日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、２万 6,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年１月ごろから同年 11月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答を受

けた。 

私は、昭和 43 年１月ごろからＡ社に勤めていたと思うので、申立期間に

ついて、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

元上司及び同僚の陳述から判断して、申立人が昭和 43 年１月ごろからＡ社

に勤務していたことが推認できる。 

   また、社会保険庁のオンライン記録では、申立人は、Ａ社において、昭和

43 年 11 月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得している。しかしながら、

社会保険事務所の同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申

立人の資格取得日は、同年９月４日付けで同年７月１日から同年１月１日に訂

正されていることが確認できる。 

   このため、申立人の申立期間に係る社会保険庁のオンライン記録は、厚生

年金保険被保険者資格の取得日について、昭和 43年「11月１日」と誤って入

力処理されたものと考えられる。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が昭和 43 年１月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得した

旨の届出を、事業主が社会保険事務所に行ったことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿における昭和 43年１月の記録から、２万 6,000円とするこ

とが妥当である。



大阪厚生年金  事案 4229 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ営業所に

おける資格取得日に係る記録を昭和 39 年３月 22 日に訂正し、申立期間の標

準報酬月額を１万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年３月 22日から同年４月１日まで 

 厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

Ｃ営業所に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答

を受けた。 

 申立期間は、Ａ社本社から同社Ｃ営業所に異動した時期であり、会社から

発行された経歴証明書もあり、同社に継続して勤務したことは間違いないの

で、当該期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社発行の経歴証明書及び雇用保険の記録から判断すると、申立人が申立期

間もＡ社に継続して勤務し（昭和 39年３月 22日に同社本社から同社Ｃ営業所

に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ営業所における

昭和 39年４月の社会保険事務所の記録から、１万 4,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人に係る被保険者資格の届出に誤りがあったとしているこ

とから、事業主が昭和 39 年４月１日を資格取得日として届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。



大阪厚生年金  事案 4230 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ工場にお

ける資格取得日に係る記録を昭和 28年４月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28年４月１日から同年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間うち、申立期間について加入記録が無いとの回答を受けた。 

申立期間は、Ａ社本社から同社Ｃ工場に異動した時期であり、会社から発

行された在籍証明書もあり、同社に継続して勤務していたのは間違いないの

で、当該期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社作成の在籍証明書、雇用保険の記録及び社会保険事務所の記録から判断

すると、申立人が申立期間もＡ社に継続して勤務し（昭和 28 年４月１日に同

社本社から同社Ｃ工場に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場における昭

和 28年５月の社会保険事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4231 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）における資格

喪失日に係る記録を昭和 30 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

１万 6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年５月１日から同年６月１日まで 

    私は、昭和 23 年ごろにＡ社の社長に誘われ、同社に入社し、61 年 12 月

に退社するまで転勤はあったが、継続して勤務した。30 年５月１日から同

年６月１日の期間は同社からＣ社に転勤した時期であるが、この期間が厚生

年金保険の未加入期間とされており納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社提出の社員職歴カード及び人事記録並びに同僚の陳述から判断すると、

申立人は同社及びＣ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 30年６月１日であり、申立期間当時は厚生年金保険の適用事業

所ではない。また、申立人のＡ社からＣ社への異動発令日は 29 年 12 月１日

であるが、その後も引き続きＡ社で厚生年金保険の加入を継続させ、30 年５

月１日に被保険者資格を喪失させていることが確認できる。 

このことから、Ａ社はＣ社が適用事業所となるまでの申立期間については、

引き続き申立人を厚生年金保険に加入させる意思があったと考えるのが相当

である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 30

年４月の社会保険事務所の記録から、１万 6,000円とすることが妥当である。 



 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は保険料を納付したか否かは不明としており、このほかに確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立期間に係る申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会

保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4232 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、Ａ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支社における資格喪失日

及び同社Ｄ営業所における資格取得日に係る記録を昭和35年12月１日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35年 12月 23日から 36年１月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答をもらっ

た。昭和 34 年２月に入社し、申立期間も同社に継続して勤務していたのは

間違いないので、厚生年金保険被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の人事記録及び雇用保険の記録から判断すると、申立人が申立期間も同

社に継続して勤務し（昭和 35年 12月１日にＡ社Ｃ支社から同社Ｄ営業所に異

動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｄ営業所における

昭和 36年１月の社会保険事務所の記録から、１万 6,000円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4233 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格喪失日に係る記

録を昭和 20年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 70 円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年４月 15日から同年 10月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会をしたところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答をもら

った。昭和 20 年４月に同社に入社し、申立期間も継続して働いていたこと

は間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の従業員名簿及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人が申立期間

も同社に継続して勤務し(昭和 20年 10月１日に同社Ｂ事業所から同社Ｃ事業

所に異動。)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る厚生年金保険被保

険者台帳における昭和 20 年３月の記録から、70 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4234 
 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＣ組織における資格取得日に係る記録を昭

和 36年９月５日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000 円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 
 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  
 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年９月５日から 37年２月 21日まで 

    私は、昭和 36 年９月５日にＡ社を休職し、同日付けで同社内のＣ組織に

異動した。社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間を照会したところ、申

立期間の加入記録が無い旨の回答をもらったが、事業所内の組織への異動で

あるため空白期間があることが納得できない。申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間であったことを認めてほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社の人事記録カード、Ｃ組織役員名簿及び複数の同僚の証言から判断する

と、申立人が申立期間もＣ組織に継続して勤務し（昭和 36 年９月５日にＢ社

からＣ組織に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＣ組織における昭和

37年２月の社会保険事務所の記録から、1万 6，000円とすることが妥当であ

る。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4235 
 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所の資格喪失日に係る記録を昭

和 38年１月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 
 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  
 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年６月 20日から 38年１月 21日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会をしたところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間について厚生年金保険の加入記録が無い

との回答をもらった。確認できる資料は残っていないが、昭和 35 年２月か

ら 39 年４月まで同社に継続して勤務していたのは間違いないので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の取締役及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人が申立期間も同

社Ｂ事業所で継続して勤務し(昭和 38年１月 21日に同社Ｂ事業所から同社Ｃ

事業所に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所における

昭和 37年５月の社会保険事務所の記録から、１万 6,000円とすることが妥当

である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届に誤りがあったとしてい

ることから、事業主が昭和37年６月20日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年６月から同年 12 月までの保険料につい

て納入の告知を行っておらず、（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は還付した場合を含む。）、事

業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



大阪国民年金 事案 3260 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50年９月及び 51年８月から 52年 11月までの国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年９月 

② 昭和 51年８月から 52年 11月まで 

私は、Ａ県Ｂ市Ｃ町（現在は、Ｄ市。）からＥ市Ｄ区へ転居して１か月ほ

ど経過した昭和 52年 10月ごろ、Ｅ市Ｄ区役所から国民年金保険料が未納と

なっている旨の督促状と納付書を受け取った。 

当時は、経済的に非常に厳しかったが、国民年金の保険料納付は続けてい

こうと思い、昭和 52 年 12 月又は 53 年１月ごろにＤ区役所で未納となって

いる保険料をまとめて納付した。 

納付金額は３万 8,000円ぐらいだったと思う。 

申立期間①及び②について、納付記録が無く、未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 52 年 12 月又は 53 年１月ごろに、Ｅ市Ｄ区役所で申立期間

①及び②の国民年金保険料を納付したと申し立てている。 

しかし、申立人のＡ県からＥ市Ｄ区への転入は、昭和 53 年５月であること

が戸籍附票により確認できるところ、国民年金の住所変更手続は、この時期以

降に行われたことが推認される。 

当時、市町村においては、転入者からの国民年金の住所変更手続がなければ、

被保険者情報が無く、制度上、国民年金の住所変更手続が行われるまでの間は、

被保険者に対して保険料の催告などを行うことはできず、申立人の陳述と符合

しない。 

また、申立人の国民年金資格記録をみると、申立期間①及び②当時の申立人

の国民年金資格は、昭和 50 年 10 月 16 日に資格を取得、52 年 10 月１日に資



格を喪失となっていたことが、申立人に係る特殊台帳の記載から確認できる。

申立人に係る社会保険庁のオンライン記録が、平成２年８月付けで、昭和 50

年９月９日に資格を取得、52年 12月１日に資格を喪失に記録訂正されるまで

の間、申立人は申立期間①、及び申立期間②のうち、同年 10 月及び同年 11

月については国民年金未加入期間であったことが確認できるところ、未加入期

間の保険料は、制度上、納付することはできない。 

さらに、申立人は、昭和 55 年６月に 50 年 10 月から 51 年７月までの 10 か

月分の保険料４万円を特例納付していることが確認できるところ、申立人がま

とめて納付したとする金額である３万 8,000 円ともおおむね符合することか

ら、保険料をまとめて納付したのはこの期間であった可能性も否定できない。 

加えて、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関連

資料は無く、申立期間①及び②の保険料が納付されていたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3261 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 36年４月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 男 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 15年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

        私は、申立期間当時に国民年金加入手続を行った記憶は無く、国民年金手

帳を受領した記憶も定かでないが、申立期間の国民年金保険料は、区役所か

ら２か月に一度ぐらい来訪する集金人に私自身が納付していたと思う。 

当時、保険料は納付書で納付し、集金人から領収証書をもらっていたと思

うが、よく覚えていない。 

申立期間について、保険料を納付した記録が無く、未納と記録されている

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、集金人に納付していたとし

ている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 44 年３月ごろに払い出さ

れており、この手帳記号番号を使用して申立期間の保険料は、制度上、時効に

より納付することができない。 

また、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索及び申立期間当時に申立人

が居住していたとする住所地を管轄する社会保険事務所がそれぞれ保管する

国民年金手帳記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人が、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、保険料が納付されていたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付したものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3262 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年１月から同年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年１月から同年５月まで 

私は、昭和 46 年＊月に結婚したが、その前後に夫が、Ａ市役所で夫婦二

人分の国民年金加入手続をしてくれたと思う。 

申立期間の保険料は、私が、毎月自宅に来る集金人に納付していたが、い

つからか定かではないが、自宅に郵送されてきた納付書を使用して、金融機

関で保険料を納付するようになった。 

私の保険料は、毎月、自身で納付してきたのに、申立期間について未納と

記録されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、結婚した昭和 46 年＊月ごろに、夫が、Ａ市役所で夫婦二人分の

国民年金加入手続を行い、申立人が申立期間の国民年金保険料を毎月、納付し

てきたと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、Ｂ市で昭和 50 年７月に夫婦連

番で払い出されている上、申立人が、47 年７月１日に国民年金被保険者の資

格を取得したことが、申立人に係る特殊台帳及び申立人の所持する国民年金手

帳により確認でき、申立期間の申立人は、国民年金未加入者であったことが確

認できる。 

国民年金の未加入者は、国民年金保険料を納付することができず、申立人は

制度上、申立期間の保険料を納付することはできない。 

また、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索及び申立期間に申立人が居

住していたとする住所地を管轄する社会保険事務所における国民年金手帳記

号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して別の手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料は無

く、保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3263 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 38 年 11 月から 39 年３月までの期間、45 年４月から 48 年３

月までの期間、49年１月から同年３月までの期間、同年７月から 50年２月ま

での期間及び同年３月から 54 年２月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 18年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： ① 昭和 38年 11月から 39年３月まで 

             ② 昭和 45年４月から 48年３月まで 

             ③ 昭和 49年１月から同年３月まで 

             ④ 昭和 49年７月から 50年２月まで 

             ⑤ 昭和 50年３月から 54年２月まで 

母が、昭和 38年 11月ごろに私の国民年金に加入してくれ、私が結婚する

までの間の私の国民年金保険料を母が、Ａ市Ｂ区（現在は、Ａ市Ｃ区。）の実

家に来ていた集金人に納付してくれていた（申立期間①）。 

昭和 45 年＊月に結婚してＡ市Ｄ区へ転居したが、夫は、厚生年金保険に

加入しており、その被扶養者となったため、夫の給料の中から私の国民年金

保険料が天引きされていたと思う（申立期間②）。 

昭和 46年 12月ごろにＡ市Ｃ区に転居してＥ業店の経営を始めて、店が繁

盛したので 48 年４月から夫の扶養から外れて同年４月から欠かさず自分で

保険料の納付をすることにし、当時、私は忙しかったため、夫が代わりに私

の保険料を納付書により金融機関で納付してくれていた（申立期間③、④及

び⑤）。 

また、昭和 50年３月に国民年金資格を喪失した覚えは無い（申立期間⑤）。 

しかし、納付記録をみると申立期間①、②、③、④及び⑤の保険料が未納

と記録されており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、母が、国民年金に加入してくれ、申立期間



①の国民年金保険料を集金人に納付してくれていたと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 39 年７月ごろにＡ市Ｂ区

（現在は、Ｃ区。）で払い出されており、この手帳記号番号を使用して申立期

間①の保険料は現年度納付できず、母が、集金人に保険料を納付していたとす

る申立人の陳述と符合しない。 

また、申立人は、申立期間①の保険料納付に直接関与しておらず、納付した

とする申立人の母は既に死亡していることから、当時の国民年金への加入状況、

申立期間①の保険料納付状況等の詳細は不明である。 

申立期間②について、申立人は、夫が厚生年金保険に加入しており、夫の被

扶養者であったため、申立期間②の国民年金保険料は、夫の給料から控除され

て納付されていたと申し立てている。 

しかし、申立人に係るＡ市Ｃ区の国民年金被保険者名簿により、申立人は昭

和46年12月に不在被保険者として社会保険事務所に進達されていることが確

認できる。申立人は、45 年４月にＡ市Ｄ区へ結婚のため転居したとしている

が、転居先での国民年金の住所変更手続が行われず、所在が確認できなかった

ことにより不在者として取り扱われたものと推認される。 

不在者については、その所在が判明するまでの間、行政機関は、集金人の訪

問及び納付書の送付など保険料の徴収などは行わないため、申立期間②につい

て、申立人に対しても保険料の徴収は行われなかったと考えるのが自然である。 

また、基本的に、国民年金保険料を配偶者の給与控除で納付することはなく、

Ａ市では、例外的に数社の企業についてのみ、社員の配偶者を対象に納付組合

が存在したとしているが、申立人の夫が当時勤務していた会社には納付組織は

存在しなかったとしている。 

申立期間③及び④について、申立人は、昭和 48 年４月から夫が、保険料を

納付してくれていたと申し立てている。 

そこで、申立人に係る特殊台帳を見ると、未納となっている申立期間③及び

④について、昭和 51 年度に催告されたことが記録されているが、それに基づ

き過年度納付された事蹟
じ せ き

は見当たらない。 

また、申立人は、催告を受けたことの記憶は無く、過去の保険料をさかのぼ

って納付したかどうかについてもよく分からないとしているところ、当時、保

険料を納付していた夫も、申立期間③及び④の保険料納付についての記憶も定

かでない。 

申立期間⑤について、申立人は、国民年金の資格を喪失した覚えは無く、申

立期間③及び④と同様に夫が、保険料を納付してくれていたと申し立てている。 

しかし、申立人は、昭和 50年３月 25日付けで国民年金の被保険者資格を喪

失した上、申立期間⑤直後の 54 年３月５日付けで国民年金に任意加入被保険

者として再加入していることが申立人に係る特殊台帳に記載されており、申立

期間⑤は、国民年金の未加入期間であったことが確認できるところ、未加入期



間の保険料は、制度上、納付することができない。 

このほか、申立人の申立期間①、②、③、④及び⑤の保険料を納付していた

ことを示す関連資料は無く、申立期間①、②、③、④及び⑤について申立人の

保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3264 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年１月から 53 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年１月から 53年 12月まで 

    昭和 44 年＊月に結婚して間もなく、Ａ区役所で夫婦二人分の国民年金加

入手続を行った。Ａ区に住んでいたころは、妻が区役所に夫婦二人分の保険

料を納付していた。子どもが生まれる前にＢ市の文化住宅に引っ越したが、

それからは自宅近くに住んでいた集金人に夫婦二人分の保険料を納付して

いた。 

Ａ区に住んでいたころ及びＢ市で文化住宅近くのマンションに転居して

からは、ほかの人と一緒に納付していた訳ではないので、未納の記録となっ

ていてもどうしようもないが、文化住宅に住んでいた申立期間は、集金人は

近所も回っていたのだから、納付していたことに間違いはない。申立期間の

保険料が納付済みであると認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年＊月の結婚後、夫婦同時に国民年金に加入し、以後、

夫婦二人分の国民年金保険料を納付しており、特に、Ｂ市に転居してからの申

立期間は間違いなく保険料を集金人に納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人が所持する国民年金手帳を見ると、手帳の発行日から申立人

に国民年金手帳が払い出されたのは昭和46年３月23日であることが確認でき

る一方、申立人の妻の手帳記号番号は 55 年６月３日に払い出されており、夫

婦同時に加入したとの陳述と符合しない。また、申立人の手帳の昭和 45 年度

国民年金印紙検認記録欄にはＡ区に保険料を現年度納付したことを示す検認

の押印が確認されるものの、46 年度以降の同記録欄には検認の押印が無い。

この点について、当時の市区町村の保険料収納方式は、Ａ区では 47年度まで、

Ｂ市においても 49 年度までは印紙検認方式であったことから、少なくとも申



立期間のうち、昭和 47年１月から 50年３月までの期間の保険料を申立人が集

金人に現年度納付していたとの陳述に符合しない。 

また、申立人はＢ市に転居後の昭和 47 年１月から 53 年 12 月までの期間を

申立期間として申し立てているが、申立人が国民年金にかかる住所変更手続を

Ｂ市で行ったのは 55 年４月であることが申立人の特殊台帳及び申立人所持の

国民年金手帳より確認でき、この住所変更が行われるまでＢ市では申立人の現

年度保険料を収納することはできないほか、申立人は 56年 12月に、この時点

でさかのぼって納付が可能な 54年１月から 55年３月までの保険料を過年度納

付していることが特殊台帳から確認できる。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読み   

方による氏名検索を行ったほか、当時の居住地を管轄する社会保険事務所で申

立期間を含む昭和 46 年７月から 53 年 12 月の手帳記号番号払出簿を縦覧調査

したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

加えて、当時の隣人は、申立人が保険料を納付していたとする集金人が集め

ていたのは国民健康保険料であると陳述しているほか、申立期間の保険料を納

付したことをうかがわせる周辺事情等も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3265 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年１月から 53 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年１月から 53年 12月まで 

    昭和 44 年＊月に結婚して間もなく、Ａ区役所で夫婦二人分の国民年金加

入手続を行った。Ａ区に住んでいたころは、私が区役所に夫婦二人分の保険

料を納付していた。子どもが生まれる前にＢ市の文化住宅に引っ越したが、

それからは自宅近くに住んでいた集金人に夫婦二人分の保険料を納付して

いた。 

Ａ区に住んでいたころ及びＢ市で文化住宅近くのマンションに転居して

からは、ほかの人と一緒に納付していた訳ではないので、未納の記録となっ

ていてもどうしようもないが、文化住宅に住んでいた申立期間は、集金人は

近所も回っており、納付していたことに間違いはない。申立期間の保険料が

納付済みであると認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年＊月の結婚後、夫婦同時に国民年金に加入し、以後、

夫婦二人分の国民年金保険料を納付しており、特に、Ｂ市に転居してからの申

立期間は間違いなく保険料を納付していると申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金の加入記録をみると、申立人の夫の手帳記号番号

が昭和 46年３月 23日に払い出されている一方、申立人の手帳記号番号が払い

出されたのは 55 年６月３日であることが手帳記号番号払出簿より確認でき、

夫婦同時に加入したとの陳述と符合しない上、払出時点において、申立期間の

うち、47 年１月から 52 年 12 月までの期間は制度上保険料を納付することは

できない。一方、53年１月から同年 12月までの期間の保険料は過年度納付が

可能であるところ、申立人は保険料を集金人に現年度納付していたと陳述して

おり、符合しない。 



また、申立人は手帳記号番号が払い出された後の昭和 56年 12月に、この

時点でさかのぼって納付が可能な 54年１月から 55年３月までの保険料を過

年度納付していることが申立人の特殊台帳から確認できる。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、旧姓も

含めての氏名検索を行ったほか、当時の居住地を管轄する社会保険事務所で

申立期間を含む昭和 46 年３月から 53 年 12 月の手帳記号番号払出簿を縦覧

調査したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

加えて、当時の隣人は、申立人が保険料を納付していたとする集金人が集

めていたのは国民健康保険料であったと陳述しているほか、申立期間の保険

料を納付したことをうかがわせる周辺事情等も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3266 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 42年 12月までの期間、平成２年３月から同年

９月までの期間及び同年 11 月から６年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住        所 ：  

                 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 36年４月から 42年 12月まで 

② 平成２年３月から同年９月まで 

③ 平成２年 11月から６年３月まで 

申立期間①については、国民年金にいつ加入して、いつから保険料を納付

していたのかは知らなかった。しかし、昭和 50 年ごろに、元妻が母から 36

年からの会計の帳面 20 冊ぐらいを引き継ぎ、元妻からこの引き継いだ帳面

の同年のところに､私の保険料２か月分 2,600 円と書いていたのを見たと、

平成 15年ごろに聞いた。 

また、元妻が母から昭和 36 年から保険料を支払っていると聞いたとも言

っていた。保険料の納付は母が納付していたので詳しくは分からないが、申

立期間の保険料を納付したと思う。 

申立期間②及び③については、Ａ市Ｂ区で両親と住んでいたが、働いた給

与は、Ｃ市の信用金庫に振り込んでいた。Ｃ市に住んでいた元妻はこの口座

から国民年金保険料及び国民健康保険料として３万 5,000円を引き出し、母

に届けていた。母は、年金の保険料を支払っていたと思う。元妻は、平成６

年ごろの保険料は、２か月分が１万 2,000円であったと言っている。 

申立期間①、②及び③については、母が保険料を納付していたと思う。未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人の資格に関する記録をみると、手帳記号番号払

出簿から、昭和 43年 12月 10日に記号番号が払い出されていることが確認で

きる。この手帳記号番号の払出時点では、申立期間①のうち、36年 4月から



41年９月までの保険料は時効により納付できない。 

また、申立期間①のうち、昭和 41年 10月から 42年 12月までの保険料は過

年度納付が可能であるが、申立人は保険料納付に関与しておらず、保険料を納

付したとする申立人の母親も既に死亡しており、この間の事情を聞くことがで

きなかった。 

さらに、申立人が元妻から聞いたとする昭和 36年の保険料額２か月分 2,600

円は、当時の保険料月額が 100円であり陳述とは一致しない。  

申立期間②及び③について、申立期間②及び③を含む、昭和 61年４月から

平成２年９月までの期間及び同年 11月から７年３月までの期間が未納の記録

となっているが、申立人は、この間の記憶が曖昧
あいまい

で、保険料を納付したとする

期間を特定することができない。 

また、申立期間③について、申立人が元妻から聞いたとする平成６年ごろの

保険料額２か月分１万 2,000円は、当時の保険料が同年１月から同年３月まで

は月額１万 500円、同年４月からは月額１万 1,100円であり陳述とは一致しな

い。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読み

方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所で国

民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当たらず、ほかに

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3267 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年４月から 39年３月までの期間及び 62年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住        所 ：  

                 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ① 昭和 38年４月から 39年３月まで 

② 昭和 62年１月から同年３月まで 

申立期間①については、Ａ県Ｂ市で両親と同居し、両親の店の手伝いをし

ていた。国民年金の加入は、両親が手続をして、保険料は両親が納付してい

た。詳しいことは、両親が納付していたので分からない。 

申立期間②については、Ｃ県Ｄ市で夫が店を自営していたので私も手伝っ

ていた。昭和 47年に誰かから加入するようにと聞き、夫婦二人で国民年金

に加入した。保険料の納付は、集金人が来ていたので、私が夫婦二人分の保

険料を納付した。納付すると集金人が領収書を発行して、その領収書を年金

手帳にホッチキスで留めていた。しかし、申立期間②前後の領収書はあるが、

申立期間②の３か月の領収書はない。 

申立期間①については、両親が納付していた。また申立期間②については、

私が夫婦二人分を一緒に納付した。申立期間①及び②が未納とされているこ

とは、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①の保険料については、申立人の両親が納付していた。

また申立期間②の保険料については、夫婦二人分を一緒に納付したので未納と

されていることは納得できないと申し立てている。 

   そこで、申立人の資格に関する記録をみると、２つの手帳記号番号があり、

昭和 35 年 12 月ごろにＡ県Ｂ市で払い出された手帳記号番号と 45 年９月 30

日にＣ県Ｄ市で払い出された手帳記号番号が国民年金手帳記号番号払出簿か

ら確認できる。   



   申立期間①について、保険料はＢ市で払い出された記号番号による納付とな

るが、申立人所持の昭和 35年 12月 22日にＢ市で発行された年金手帳を見る

と、申立期間①には、納付があれば押されるべき検認印が無い。 

   この場合、申立期間①の保険料は現年度納付されたとは考え難く、過年度納

付が必要であるが、申立人は保険料納付に関与しておらず、Ｂ市で申立人の保

険料を納付していた申立人の両親も既に死亡しているために、この間の事情を

聞くことができなかった。   

   また、申立期間①前の昭和 36年 10月から 37年３月までの期間の保険料は

同年７月 20日に、同年４月から 38年３月までの期間の保険料は 39年３月 30

日にそれぞれ過年度納付されており、当時保険料の納付が滞っていたものと考

えられる。 

   さらに、申立人所持の国民年金手帳を見ると申立期間①の印紙検認記録欄に

昭和 37 年度の過年度納付領収書が貼付
ちょうふ

されていることから、申立人の両親は

申立期間の保険料を納付済みであったと錯誤していたものと考えられる。 

申立期間②について、Ｂ市で払い出された記号番号は、昭和 50年 11月にＤ

市で払い出された記号番号に統合されており、申立期間②の保険料については、

Ｄ市で払い出された記号番号での納付となる。 

   そこで、申立期間②をはさむ、昭和 60年４月から 63年３月までの納付状況

をみると申立期間のみの領収書が無く、その前後の期間の領収書が年金手帳に

貼付
ちょうふ

されていることが確認できる。申立人は保険料を納付した際、集金人が領

収書を年金手帳に貼付
ちょうふ

してくれたと陳述しているが、仮に申立期間の保険料を

納付したのであれば、この間の領収書が貼付
ちょうふ

されていないのは不自然である。 

また、夫婦二人分を一緒に納付したとする申立人の夫も同一期間の保険料は

未納である。  

さらに、申立期間②直前の昭和 61年 10月から同年 12月までの保険料は、

62 年６月６日に過年度納付されており、当時、何らかの事情により納付が滞

ったことも否定できない。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読み

方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所で国

民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当たらず、ほかに

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3268 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年４月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から平成元年３月まで 

    私は、婚約したころ、母が年金のことを気にし出し国民年金の加入手続を

してくれた。加入手続及び保険料納付はすべて母任せだったので、当時の

ことはよく分からないが、大学卒業までさかのぼって納めたこと、そして、

その金額が高かった話を聞いた覚えがある。 

    年金に加入しておきながら、３年間も支払っていなかったという状況が不

思議でならない。 

    母は、現在入院しており当時の記憶が定かでないため、はっきりしたこと

を確かめることはできないが、必ず納めているはずなので、未納とされて

いることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母親が国民年金の加入手続をし、大学卒業までさかのぼ

って保険料を納めたと申し立てている。 

   そこで、申立人の国民年金の加入時期をみると、前後の手帳記号番号から平

成元年７月ごろに払い出されていることが確認でき、この時点で、申立期間の

うち、昭和 61年４月から 62年５月までの保険料は、時効の成立により、制度

上、納付することはできない。 

   また、昭和 62 年６月から平成元年３月までの保険料は、過年度納付するこ

とが可能であるが、保険料を納付していたとする申立人の母親は、当時の記憶

が定かでなく、この間の事情を聞くことはできなかった。 

   さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読み

方による氏名検索を行ったが、その形跡は見当たらず、ほかに申立人が申立期

間の国民年金保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3269  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56年５月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年５月から 61年３月まで  

    私は、昭和 56 年５月にＡ市からＢ市に引っ越してきた。転居手続の時、

サラリーマンの妻は任意加入になるが納付しなければ受給額が少なくなる

と説明を受け、「任意加入します。」と言った記憶がある。 

    将来受給する年金が少なくなると聞けば必ず加入手続をして、保険料を納

付しているはずである。未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｂ市の窓口で任意加入の説明を受け、必ず加入手続をし、保険料

納付していると申し立てている。 

   そこで、申立人の資格に関する記録をみると、Ｂ市の記録から、昭和 56 年

５月７日に任意喪失の記録が確認でき、申立期間は任意未加入期間となり保険

料を納付することはできない。 

また、申立人の所持する年金手帳の資格記録欄を見ると、社会保険庁の記録

と同じく昭和 56 年５月７日付けで国民年金任意喪失と記載されており、申立

人自身も国民年金加入状況を認識できていたと考えられる。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読み

方による氏名検索を行ったが、その形跡は見当たらず、ほかに申立人が申立期

間の国民年金保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3270 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの期間及び 41 年 10 月から 47

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 40年３月まで 

             ② 昭和 41年 10月から 47年３月まで 

私は、昭和 36年、自宅を訪ねてきたＡ市役所の集金人に勧められ、地

区の公民館で国民年金の加入手続を行った。Ａ市に住んでいた申立期間

①は、自宅を訪ねてくる集金人に半年ごとに 600円を納付した。 

申立期間②のうち、Ｂ市に住んでいた昭和 41年ごろ、自宅を訪ねてく

る集金人に半年ごとに 2,000円から 3,000円までの保険料を納付した。 

申立期間②のうち、Ｃ市に住んでいた昭和 42年以降は自宅を訪ねてく

る集金人に半年ごとに 5,000円から 9,000円までの保険料を納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36年、国民年金の加入手続を行い、Ａ市に住んでいた申

立期間①は集金人に半年ごとに 600 円の国民年金保険料を納付し、申立期

間②のうち、Ｂ市に住んでいた 41年ごろは、集金人に半年ごとに 2,000円

から 3,000 円までの国民年金保険料を納付し、申立期間②のうちＣ市に住

んでいた 42年以降は、集金人に半年ごとに 5,000円から 9,000円までの国

民年金保険料を納付したと申し立てている。 

そこで、申立期間①について、申立人の国民年金加入時期をみると、社

会保険庁の記録から、昭和 39年５月１日に強制加入被保険者となったこと

が確認できる。この場合、申立期間①のうち、36年４月から 39年４月まで



     
 
  
 
                      

        

の期間は国民年金に未加入であり、申立人は制度上国民年金保険料を納付

できない。 

また、申立人の国民年金加入手続時期をみると、昭和 40年７月に国民年

金手帳記号番号が払い出されていることが、同手帳記号番号払出簿から確

認できる。この場合、加入手続を行った時点において申立期間①のうち、

39年５月から40年３月までの国民年金保険料は過年度納付の手続が必要で

あり、集金人に国民年金保険料を納付することはできない。 

申立期間②について、申立人の住所地をみると、申立人は昭和 41年にＡ

市からＢ市に転居し、42年にはＣ市Ｄ町へ転居、51年５月にＣ市Ｅ町へ転

居したと陳述している。 

しかし、申立人の所持する国民年金手帳及びＣ市の被保険者名簿を見る

と、昭和 51年５月にその住所地がＡ市からＣ市へ変更されており、その間

に居住していたとするＢ市への住所変更手続がなされていないことが確認

できる。また、特殊台帳の記録を見ると、Ａ市を管轄するＦ社会保険事務

所からＢ市を管轄するＧ社会保険事務所へ移管されたのは 45年６月になっ

てからであり、この時点では申立人は既にＣ市へ転居している上、Ｇ社会

保険事務所からＣ市を管轄するＨ社会保険事務所へ移管されたのは、51 年

９月になってからである。これらのことから、申立期間②当時、申立人が

居住していたとするＢ市及びＣ市では、申立人を国民年金加入者として把

握しておらず、国民年金保険料を納付することができなかったものと推定

できる。 

また、Ｃ市で申立人の住所変更手続がなされた昭和 51年５月の時点では、

申立期間①及び②の国民年金保険料は時効により、特例納付を除き納付す

ることができず、同年５月に、47年４月から 49年３月までの国民年金保険

料を特例納付したことが確認できるものの、納付状況に関する申立人の記

憶は定かでない。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の

読み方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事

務所で国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当た

らず、ほかに申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3271 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年 10 月から平成５年４月までの付加保険料は、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住 所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61 年 10 月から平成５年４月まで 

私は、国民年金の制度があることを知り、また、隣人に勧められた

ことから、昭和 51 年１月に私自身が区役所に出向いて国民年金に任意

加入する手続を行い、以降は、区役所又は郵便局で保険料を納付して

きた。また、52 年１月からは付加保険料も納付してきた。 

昭和 61 年 10 月に夫が死亡し、国民年金の１号被保険者資格の取得

手続時に、付加保険料を納付する申し出を行い、以降は、定額保険料

と付加保険料を郵便局で納付していた。また、開始時期は覚えていな

いが、銀行の口座振替を利用して納付していた。 

社会保険庁の記録では、平成５年から付加保険料を納付しているこ

ととなっているが、昭和 61 年 10 月から付加保険料を納付しているの

で納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年 10 月に第３号被保険者から第１号被保険者とな

った際、付加保険料を納付する申し出を行い、定額保険料と併せて納付

していたと申し立てている。 

   そこで、申立人の付加保険料の納付申出に係る記録をみると、申出年

月日は平成５年５月 31日であることが社会保険庁のオンライン記録から

確認でき、制度上、申立期間について付加保険料を納付することはでき

ない。 

また、申立人の取引銀行における国民年金保険料の口座振替記録をみ

ると、申立期間のうち、昭和 62 年７月から平成５年５月までの期間（71

か月）の振替金額は、すべて定額保険料のみの引落しとなっていること



     
                    

        

が確認できる。 

   さらに、社会保険庁のオンライン記録から、昭和 62 年１月から同年３

月までの保険料は過年度納付されていることが確認でき、同期間は制度

上付加保険料を納付することはできない。 

   このほか、申立期間の付加保険料の納付をうかがわせる周辺事情等も

見当たらなかった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の付

加保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3272 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 49 年 12月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 49 年 12 月まで 

昭和 51 年ごろに義父が、私と夫の国民年金の加入手続を市役所で行

った。義父は 20 歳までさかのぼって納付したと言って、私たち夫婦に

国民年金手帳を渡した。また、これからの保険料は自分達で納付しな

さいと言ったので、以後は、夫婦二人分の保険料を定期的に納付した。

年金記録を確認したところ、夫婦共に義父が納付した期間が未納とさ

れていることが分かり納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 51 年ごろに申立人の義父が、申立人夫婦の国民年金の

加入手続を行い、その際に 20 歳までの保険料をさかのぼって納付したは

ずであると申し立てている。 

そこで、申立人夫婦の加入手続時期をみると、市の被保険者名簿の記

録から申立人夫婦共に昭和 52年２月 24日になされたものと推定できる。

この場合、申立期間の保険料は、時効の成立により、既に納付できない

期間となっている。 

また、加入手続時点から納付可能な過年度期間であった昭和 50 年１月

以降の納付記録をみると、52 年５月及び同年９月の２度に分けて過年度

納付されていることが市及び特殊台帳双方の記録から確認できることか

ら、加入手続時点から納付可能な過年度期間の保険料について、義父が

さかのぼって納付したことが推測できる、また当時は、特例納付実施時

期に該当しておらず、時効が完成した期間の保険料は収納できない。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を確認するた

め、旧姓を含めた氏名検索のほか、申立期間当時の住所地を管轄する社



     
                    

        

会保険事務所において、払出簿の縦覧調査を行ったがその存在は確認さ

れず、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなか

った。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3273 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41年６月から 45年５月までの期間及び 46年７月から 47年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 41年６月から 45年５月まで 

② 昭和 46年７月から 47年３月まで 

昭和 41 年ごろ、出張所へ用事で行った時に、窓口で国民年金の加入を勧

められた。最初は役所の方が集金に来て、３か月の保険料を一度に納めた。

金額は３か月で 450円だったと思う。年金手帳に印紙を貼
は

り割印をしていた。

いつからかは覚えていないが、役所へ納めに行ったり、銀行振り込みになっ

たりしたと思う。昭和 48 年度分を昭和 48 年３月 27 日に納めた。当時、25

年間納めるには 60歳まで納めても不足すると聞いた。60歳になってから５

年加入したので 30 年納付済みと思っていたら 296 か月となっており、調べ

てもらったところ申立期間が未納とされており納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 41 年ごろ、市の出張所へ用事で行った時に、国民年金の加

入手続を行い、すべて現年度納付したと申し立てている。 

そこで、申立期間①についてみると、申立人の国民年金の加入手続時期は、

市の被保険者名簿の作成日が昭和 48年２月 27日であることから、同年２月ご

ろになされたものと推定できる。この場合、申立期間①の保険料については、

時効の成立により、制度上、既に納付できない。 

また、申立人について、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を確

認するため、住所地を管轄する社会保険事務所において同払出簿の縦覧調査を

行い、また、旧姓を含め氏名の別読みによる検索を行ったが、その形跡は見当

たらなかった。 

次に、申立期間②についてみると、申立人の加入手続時点では、申立期間②



     
                    

        

の保険料については過年度納付が可能であったものの、申立人は一貫して現年

度納付を主張し、過去の分をさかのぼって納めた記憶は無いと陳述しているこ

とから、納付していなかったと考えるのが自然である。 

また、申立期間①及び②の期間は、延べ６年度にまたがる 57か月間に及び、

行政側がこれほど長期にわたり事務的処理の誤りを行ったとは考え難い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事

情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3274 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成５年 10 月から７年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年 10月から７年６月まで 

    昭和 41 年 12 月に夫婦一緒に国民年金に加入した。56 年ごろから平成７

年８月まで、私はＡ社でパート社員として働いており、その収入で国民年金

保険料を納めていたので、申立期間が未加入とされていることは納得できな

い。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 56 年ごろから平成７年８月まで、パート社員として働いて

得た収入で、国民年金保険料を現年度納付したと申し立てている。 

そこで、申立人の納付記録をみると、平成５年 10 月９日に資格を喪失し、

７年７月 20 日付けで任意加入していることが、申立人が所持する国民年金手

帳及び社会保険庁のオンライン記録の双方の記録から確認できる。この場合、

資格喪失日以降、任意加入日前である申立期間は未加入期間となり、制度上、

保険料は納付することができない。 

また、第１号被保険者である申立人は、満 60 歳に達した日に資格を喪失す

るため、申立期間の保険料を納付するためには 60 歳到達後、直ちに任意加入

の手続を行う必要があるものの、申立人自身、満 60 歳時点で手続したかどう

か覚えていないと陳述するなど、手続時期をめぐる記憶は定かではない。 

さらに、申立人は老齢基礎年金を 62 歳で繰上げ受給したので、その少し前

に役所へ相談に行ったと思うと陳述しているところ、繰上げ受給すると年金額

が減額されることから、少しでも年金額を増やすために、行政側がその時点で

任意加入の勧誘を行った可能性も否定できない。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事

情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



     
                    

        

大阪国民年金 事案 3275 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39年 10月から 44年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

                      

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月から 44年７月まで 

    私は、昭和 39 年４月から国民年金に加入し、保険料を納付していたが、

夫が同年 10 月に厚生年金保険に加入した際、近所の人から私の年金は国民

年金又は厚生年金保険のどちらかひとつを選択しなければいけないと言わ

れたので、国民年金の保険料を納付することを中止した。その後、私の聞い

たことが間違いとわかり、時期はよく覚えていないが、上記期間の保険料を

区役所の窓口で一括納付したのに、納付したこととされていないのは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金に再加入した後、申立期間の保険料を一括して納付した

と申し立てている。 

   そこで、社会保険庁の記録をみると、申立人は、昭和 39年 10月１日に国民

年金被保険者の資格を喪失し、44年８月 27日に任意加入被保険者の資格を取

得していることが確認できることから、申立期間は、国民年金の未加入期間で

あり、保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立人が申立期間の保険料を納付するためには、申立人に係る別の国

民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、手帳記号番号払出簿の内容

をすべて視認し、各種の氏名検索を行ったが、申立人に対し、別の手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらなかった。 

   さらに、申立人は、保険料を一括納付したとする時期及び納付金額について

よく覚えていないとし、領収証書も受け取った記憶が無いと陳述している上、

申立人から提出のあった申立期間の保険料を納付した証拠とするメモを見る

と、申立期間とは時期を異にする「平成 11年月掛 13,300」の記載が確認でき



るなど、不合理な点が多い。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書控等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



     
                    

        

大阪国民年金 事案 3276 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41年４月から 51年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月から 51年 12月まで 

    私がＡ市Ｂ区に転居した昭和 41 年ごろから、自宅に集金人が来るように

なり、私か母が私の国民年金保険料を集金人に納付していた。 

母からいつも「親が死んだ後のために、国民年金の保険料は支払っておく

ように。」と教えられていたので、申立期間が未納とされているはずがない。 

よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 41 年ごろから、申立人又はその母親が申立人の国民年金保

険料を自宅に来る集金人に納付していたと申し立てているが、国民年金の加入

手続を行った時期等については記憶が無いと陳述している。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、Ａ市Ｂ区

（現在は、Ａ市Ｃ区。）において、昭和 54年６月 11日に払い出されているこ

とが手帳記号番号払出簿により確認できることから、このころに申立人の加入

手続が行われたものと推定される。したがって、申立期間は、加入手続前の期

間であり、申立人又はその母親は、集金人に保険料を納付することができなか

ったものと考えられる。 

   また、申立人の特殊台帳を見ると、加入手続が行われたとみられる昭和 54

年６月時点において、制度上、納付が可能であった申立期間直後の 52 年１月

から 54 年３月までの 27 か月の保険料を過年度納付するとともに、36 年４月

から 40年６月までの 51か月の保険料を、54年６月から 55年６月までの期間

内に分割して特例納付していることが確認でき、これらの納付月数を含めて、

申立人の 60歳期間満了までの納付月数は 300か月になることから、当該過年

度納付及び特例納付は、申立人の年金受給資格期間である 300 か月(25 年)を



最低限確保するために行われたものとみるのが自然である。しかし、これらの

納付についても、申立人は、自ら行ったという明確な記憶は無く、既に亡くな

っている申立人の母親が納付したのかも知れないと陳述している。 

さらに、申立人又はその母親が、申立てどおり、申立期間の保険料を集金人

に納付するためには、申立人に係る別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要

であるところ、各種の氏名検索を行ったが、申立人に対し、別の手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらなかった上、申立人も、

昭和 54 年当時に発行されたとみられる印紙検認記録欄の無い年金手帳以外に

年金手帳は所持していないと陳述している。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書控等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



     
                    

        

大阪国民年金 事案 3277 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年７月から 37年６月までの期間及び 42年４月から 54年６

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年７月から 37年６月まで 

             ② 昭和 42年４月から 54年６月まで 

    私は、昭和 36 年４月ごろ、通知がきたのでＡ市Ｂ区役所へ行き、国民年

金保険料を納付した。その時、６か月の丸い印が押せる白い手帳をもらった

ことを覚えている。その後、同市Ｃ区に転居する 37 年７月までの間に、何

回か同じようにＢ区役所へ保険料を納付しに行ったのに、申立期間①がすべ

て未納とされているのでよく調べてほしい。 

    また、Ｃ区に転居後しばらくは、保険料を納付していないが、夫が会社勤

めをするようになった昭和 42 年４月ごろから、私がバスに乗ってＣ区役所

(現在は、Ｄ区役所。)へ行き、私の保険料のみを納付してきたことを覚えて

いるので、申立期間②についても納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、当該期間のすべてを納付した訳では無く、

当時、生活が苦しく保険料の 150円を納付するのが厳しかったことを鮮明に覚

えており、その後、記憶は定かでないが、何回か区役所へ行ったことがあるの

で、ほかにも納付済期間があると思い申し立てたと陳述していることから、当

時の納付状況等の記憶が不明確であり、納付したとする具体的な期間を特定す

ることが困難である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 36年４月 11日に夫婦連番で

払い出されていることから、当時、夫婦一緒に夫婦二人分の保険料を納付する

意思を有していたことをうかがわせるところ、夫婦の納付記録をみると、とも

に手帳記号番号が払い出された当初の同年４月から同年６月までの保険料を



納付しているが、申立期間①は、申立人の夫も同様に未納となっている。 

   申立期間②について、申立人は、Ａ市Ｃ区(現在は、Ａ市Ｄ区。)に転居後し

ばらくは、保険料を納付した記憶が無く、その後の国民年金関係の手続及び保

険料の納付は、既に亡くなっている申立人の夫がすべて行っていたため、詳細

は分からないとし、社会保険庁の記録で納付済みとなっている昭和 40 年ごろ

の保険料の納付についても、申立人は関与していないと陳述しているが、申立

人の夫が会社勤めをするようになった 42 年４月ごろからは、申立人が、Ｃ区

役所(現在は、Ｄ区役所)まで行き、申立人の保険料のみを納付していたことを

覚えているので、申立期間②の保険料については、納付していたはずであると

申し立てている。 

   そこで、申立人に係る国民年金の資格記録をみると、申立人の夫が会社に勤

務し、厚生年金保険に加入した昭和 42 年４月１日に強制加入被保険者の資格

を喪失し、申立期間②直後の 54年７月 25日に任意加入被保険者の資格を取得

していることが確認できることから、申立期間②は、国民年金の未加入期間で

あり、保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

   また、申立人は、これら申立人の資格の取得及び喪失が行われた事情につい

て記憶が無いとし、申立人の夫が申立人の知らないうちに手続を行ったもので

はないかと陳述している。 

さらに、申立人が、申立てどおり、申立期間②の保険料を納付するためには、

別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、申立期間②に係る手

帳記号番号払出簿の内容をすべて視認し、申立人から要望のあった異なる生年

月日を含めて各種の氏名検索を行ったが、申立人に対し、別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらなかった。 

加えて、申立期間②直後の昭和 57 年７月以降の保険料については、すべて

申立人のみが納付済みとなっていることから、申立人が区役所で申立人のみの

保険料を納付してきたとする記憶は、同年７月以降の記憶であったものとみる

のが自然である。 

   このほか、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書控等)は無く、申立期間①及び②の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



     
                    

        

大阪国民年金 事案 3278 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39年７月から 43年９月までの期間及び同年 12月から 44年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年７月から 43年９月まで 

             ② 昭和 43年 12月から 44年３月まで 

    私は、昭和 38年８月に自営業を開業し、39年７月に国民年金の資格を取

得した。夫婦二人分の国民年金の加入手続及び保険料の納付は、すべて妻が

行っていたので、いつごろ加入したのか詳しいことは分からないが、妻が定

期的に来る集金人に現金を手渡すと、手帳の右側に印紙を貼
は

り、納付年月日

の入ったゴム印を印紙の上と左側の欄に押し、用紙が一杯になると、集金人

が右側の印紙を切り取って持って帰るのを見たことがある。 

また、最近、自宅において未使用の 450円の国民年金印紙が６枚見つかっ

たので、不信に思い社会保険事務所に問い合わせたところ、「勝手に購入し

たのでしょう。」と言われたが、当時 2,700円も支払って、ほかに使い道の

無い印紙など購入するわけがない。 

未使用の印紙があること及び、上記期間が未納とされていることは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、夫婦二人分の国民年金の加入手続は、申立人の妻が行ったので、

加入時期等の詳細は分からないとし、申立人の妻も既に亡くなっているため、

当時の具体的な加入状況は不明である。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、昭和 43

年11月29日に妻と連番で払い出されていることが手帳記号番号払出簿により

確認できることから、このころに申立人の妻が夫婦一緒に夫婦二人分の国民年

金の加入手続を行ったものと推定される。この時点において、申立期間①のう



ち、同年３月以前の保険料は、時効により納付することができない期間を含む

過年度保険料であり、夫婦二人分の保険料を納付していたとする申立人の妻は、

基本的に、印紙による現年度保険料しか取り扱わない集金人に納付することが

できなかったものと考えられる。 

また、申立人の妻が、申立期間①のうち、昭和 43 年３月以前の保険料を集

金人に印紙納付するためには、別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であ

るところ、申立期間①に係る手帳記号番号払出簿の内容をすべて視認し、各種

の氏名検索を行ったが、申立人及びその妻に対し、別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情は見当たらなかった。 

   さらに、夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたとする申立人の妻も、申

立期間①及び②は、平成９年４月に厚生年金保険の期間が追加されるまで、申

立人と同様に未納となっている。 

加えて、申立人は、保険料の納付についても直接関与していない上、申立人

の妻が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、

確定申告書控等)は無く、ほかに申立期間①及び②の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

   なお、申立人の所持する未使用の 450円の国民年金印紙について、当時、国

民年金印紙は、基本的に市町村の窓口又は集金人から購入する以外に方法が無

く、申立人の場合、集金人に保険料を納付していたとしていることから、集金

人から購入したものと考えられる。また、申立人及びその妻に係る保険料月額

450円に該当する期間である昭和 45年７月から 47年３月までの期間は、当時、

ともに納付済期間となっていることを踏まえると、このうちのいずれかの期間

に対して納付された印紙であったものとみるのが自然であり、集金人に保険料

を納付する際、国民年金手帳が見当たらなかった等、その場で手帳に印紙を

貼付
ちょうふ

できない何らかの事情があったものと考えられる。なお、申立人は、当時

の国民年金手帳を紛失し所持していないと陳述しているので、国民年金手帳自

体によって上記の事情を確認することはできない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



     
                    

        

大阪国民年金 事案 3279 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55年４月から同年 12月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

      生 年 月 日 ： 昭和 23年生         

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

        申 立 期 間 ： 昭和 55年４月から同年 12月まで 

        昭和 57 年ごろ、区役所から国民年金の加入勧奨の通知を受けた後、区役

所の窓口で加入手続を行い、手帳は郵送で受け取ったはずである。 

申立期間の保険料は、昭和 59年１月 24日に区役所で、保険料を納付しな

いと、将来その分の年金がもらえなくなるとの話を聞いたため、納付書を発

行してもらい、同日に郵便局で、申立期間を含む 55年４月から 57年３月ま

での２年の保険料をまとめて納付した。 

その後、保険料を誤って納付したので還付するとの通知及び還付金を受領

した記憶も無いのに、申立期間の保険料が還付済みとされていることは納得

できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付したものの、還付された記憶は

無いと申し立てているところ、申立人が申立期間の保険料を納付したことにつ

いては、所持している領収証書により確認できる。 

しかし、特殊台帳を見ると、申立期間を含む昭和 55年度及び 56年度の国民

年金保険料が一括していったん納付された後、昭和 59年１月 31日付けで、昭

和 55年度のうち、申立期間の保険料３万 3,930円が還付決定決議された記録

がある。 

また、当該領収証書の日付印を見ると、昭和 59 年１月 24 日となっており、

この時点においては、本来、領収分のうち、申立期間の国民年金保険料は、制

度上、時効により納付することができない期間に当たり、当該還付決定に不自

然な点は見られない。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、還付された記憶が

無いと主張するのみで、還付に係る事務的処理が適正になされなかったこと及

び還付記録の内容を疑わせる周辺事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を還付されていないものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3280                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年７月から 42年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名  ： 男 

基礎年金番号   ：  

生 年 月 日  ： 昭和 12年生 

住 所  ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間    :  昭和 39年７月から 42年３月まで 

私は、昭和 39 年７月に入籍したことを契機に妻と共に国民年金と国民健

康保険に加入した。 

年金記録を詳細に見て、はじめて加入月数と納付済月数との差に気がつい

た。 

３か月ごとに集金人に納付したはずの夫婦二人分の保険料が、昭和 39 年

７月から 42年３月までの期間について未納とされている。 

申立期間に係る保険料も納付したのは間違いないので、未納とされている

ことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、入籍を契機に夫婦で国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険

料について、３か月ごとに集金人に夫婦二人分を納付したと申し立てている。 

しかし、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号

番号は夫婦連番で昭和 42年 12月１日に払い出されており、この手帳記号番号

払出時点において、申立期間のうち、39 年 12 月以前の保険料は制度上納付す

ることができず、また、40 年１月から 42 年３月までの保険料は過年度保険料

となり、集金人に納付することはできない。 

また、申立期間の国民年金保険料納付が可能な別の国民年金手帳記号番号の

有無について、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名の別読み検索

などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情等は見当たらなかった。 

さらに、申立人の所持する国民年金手帳を見ると、申立期間直後の昭和 42

年４月から 43年３月までの期間の国民年金保険料が同年４月 19日に一括して

納付されていることが確認でき、３か月ごとに集金人に国民年金保険料を納付



     
 
  
 
                    

        

していたとする申立内容と符合しない。 

加えて、申立人の国民年金保険料納付を担っていたとする申立人の妻は、申

立期間の保険料について、過年度納付及び特例納付を行った記憶は無いと陳述

している。 

そのほか、申立人の国民年金保険料納付をめぐる事情等を酌み取ろうとして

も、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3281                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年７月から 42年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名  ： 女 

基礎年金番号   ：  

生 年 月 日  ： 昭和 15年生 

住 所  ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間    :  昭和 39年７月から 42年３月まで 

私は、昭和 39 年７月に入籍したことを契機に夫と共に国民年金と国民健

康保険に加入した。 

年金記録を詳細に見て、はじめて加入月数と納付済月数との差に気がつい

た。 

３か月ごとに集金人に納付したはずの夫婦二人分の保険料が、昭和 39年７

月から 42年３月までの期間について未納とされている。 

申立期間に係る保険料も納付したのは間違いないので、未納とされている

ことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、入籍を契機に夫婦で国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険

料について、３か月ごとに集金人に夫婦二人分を納付したと申し立てている。 

しかし、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号

番号は夫婦連番で昭和 42年 12月１日に払い出されており、この手帳記号番号

払出時点において、申立期間のうち、39 年 12 月以前の保険料は制度上納付す

ることができず、また、40 年１月から 42 年３月までの保険料は過年度保険料

となり、集金人に納付することはできない。 

また、申立期間の国民年金保険料納付が可能な別の国民年金手帳記号番号の

有無について、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名の別読み検索

などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情等は見当たらなかった。 

さらに、申立人の所持する国民年金手帳を見ると、申立期間直後の昭和 42

年４月から 43年３月までの期間の国民年金保険料が同年４月 19日に一括して

納付されていることが確認でき、３か月ごとに集金人に国民年金保険料を納付



     

 
 

していたとする申立内容と符合しない。 

加えて、申立人は、申立期間の保険料について、過年度納付及び特例納付を

行った記憶は無いと陳述している。 

そのほか、申立人の国民年金保険料納付をめぐる事情等を酌み取ろうとして

も、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3282 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年９月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年９月から 40年３月まで 

    20歳になった時に、Ａ区役所からの案内を受けて国民年金加入手続を行

い、３か月ごとに区役所で国民年金保険料を納付した記憶があるにもかかわ

らず、申立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

 なお、申立期間当時の日記を保有しており、年金のことが記載してある。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は昭和 36 年９月に、区役所で国民年金加入手続を行い、申立期間の

国民年金保険料を納付したと申し立てている。 

しかし、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 41 年６月１日に払い出されており、この手帳記号番号払出時点

において、申立期間のうち、38年 12月以前の国民年金保険料は制度上納付す

ることはできず、39年１月から 40年３月までの保険料は区役所で納付するこ

とはできない。 

また、申立期間の国民年金保険料が納付可能な別の国民年金手帳記号番号の

払出しの有無について、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名の別

読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、その払出時点及び前後の手帳記

号番号に資格取消が多く見られることなどから、国民年金未加入者に対する適

用特別対策事業として職権で払い出されたものと考えられ、自らの意思で加入

手続を行ったとする申立内容と符合しない。 

さらに、申立人は、申立期間当時の自身の日記に年金のことが記載してある

と申し立てているが、その日記の記載内容を見ると、「厚生年金保険」という

語句はあるものの、国民年金加入手続及び申立期間の国民年金保険料納付につ



     

 
 

いての記載は確認できなかった。 

加えて、申立期間は 43 か月に及んでおり、これほど長期間にわたって国民

年金保険料収納及び記録管理における事務的過誤が繰り返されたとも考え難

い。 

このほか、申立人から申立期間の国民年金保険料納付をめぐる事情を酌み取

ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3283 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年６月から 50年 11月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年６月から 50年 11月まで 

    昭和 43年に会社を辞めて家事に専念した時に、Ａ区役所で国民年金の加

入手続を行い、国民年金保険料を納付していたにもかかわらず、申立期間の

保険料が未納とされていることは納得できない。 

 申立期間の保険料は、定期的に送付されてきた納付書で納付していた。 

領収書は、縦 12センチメートル、横 17センチメートルぐらいでうす茶色

だったことを覚えている。平成 15年まで領収書を保管していたが、処分し

てしまった。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43 年にＡ区で国民年金加入手続を行い、申立期間の国民年

金保険料を納付したと申し立てている。 

しかし、特殊台帳を見ると、申立人は、昭和 50年 12 月 20日にＡ区で国民

年金の任意加入手続を行っていることが確認でき、この時点において、申立期

間は国民年金の任意未加入期間となるため、制度上、申立期間の国民年金保険

料を納付することはできない。 

また、申立人の所持する年金手帳を見ても、昭和 49 年度以降から使用され

ている三制度共通様式のものであり、申立ての加入時期と符合しない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料納付が可能な別の国民年金手帳記号番号

の払出しの有無について、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名の

別読み検索を行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる周辺事情等は見当たらなかった。 

加えて、申立人から申立期間の国民年金保険料納付をめぐる事情を酌み取ろ

うとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。    
 



大阪厚生年金 事案 4236 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年 12月６日から 31年４月１日まで 

             ② 昭和 31年４月１日から 35年９月１日まで 

③ 昭和 35年９月１日から 39年１月 21日まで 

社会保険庁の記録によれば、Ａ社に勤務した昭和 21 年 12 月６日から 39

年１月 21日までの期間が脱退手当金支給済みとなっている。 

脱退手当金を請求も受給もしていないので、厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格の喪失日から約３か月後の昭和 39 年４月７日に支給決定されていることが

確認できる。 

  そこで、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が記載されたペ

ージを含む前後 21 ページ（計 420 人）に記載された女性のうち、申立人と同

一時期（おおむね２年以内）に受給要件を満たし資格を喪失した 30 人につい

て、脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給者は申立人を含め 28 人み

られ、その全員が資格喪失後約４か月以内に支給決定されていることが確認で

きることを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理

請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に係る脱退手当金の支給額に

計算上の誤りは無いほか、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には脱退手当金



が支給決定される直前の昭和 39 年２月１日付けで脱退手当金の算定のために

必要となる標準報酬月額等を社会保険庁から脱退手当金を裁定した社会保険

事務所へ回答したことが記録されているなど、一連の事務処理に不自然さはう

かがえない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶がないというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4237 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年６月１日から 41年１月１日まで              

   私は、昭和 28年６月から実家が経営するＡ社で勤務していたが、平成 10

年に社会保険事務所から届いた文書により、この期間に厚生年金保険に加入

していたこと、及びその期間は脱退手当金支給済みであるという事実を知っ

た。 

   社会保険事務所に確認したところ、脱退手当金は弟が受け取っているとい

うことだったので、弟に社会保険事務所で書類等を確認してもらったところ、

「脱退手当金受取りのサインは自分の字に間違いないが、全然覚えがない。」

とのことであった。 

   脱退手当金は、私も弟も受け取った記憶が無いので、申立期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな 

いとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格の喪失日から約１年１か月後の昭和42年１月20日に支給決定されているが、

脱退手当金裁定請求書は 41 年９月８日に社会保険事務所に提出されているこ

とが確認できる。 

そこで、申立人に係る脱退手当金裁定請求書を見ると、申立人の脱退手当金

は、社会保険事務所の窓口において現金払い（当地払）されており、その受領

については、Ａ社の事務担当者である申立人の実弟に対する申立人名義の委任

状が確認できる上、実弟名義の署名及び押印がなされた領収書が保管されてい

る。このことについて、実弟は、当該脱退手当金の請求手続を行った旨陳述し



ていることから、上記委任状に沿う委任がされたものと認められ、これらから

すると、当時申立人の家族による請求が行われたものと考えるのが相当である。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者記号番号は、申立期間と申立期間後で

別の記号番号となっていることから、脱退手当金を受給したため異なっている

と考えるのが自然である。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金の支給を意味す

る「脱」の表示が記されているほか、申立人の脱退手当金の支給額に計算上の

誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4238 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年９月ごろから 44年４月ごろまで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間に

ついて記録が無いとの回答があった。 

私は、昭和 40 年８月にＡ社を退職し、いったん郷里に戻ったが、１年ぐ

らい経ったころ、同社の社長に呼び戻されて再入社し、44 年４月ごろまで

勤務した。申立期間について厚生年金保険被保険者期間であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元従業員の陳述から、期間は特定できないものの、申立人が申立期間

に同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、昭和 50 年に厚生年金保険の適用事業所では無くなってお

り、また、元事業主は、申立期間当時の資料を保管していないことなどから、

申立人の申立期間における同社での勤務実態及び保険料控除の状況は確認で

きない。 

また、申立人及び元従業員は、申立期間当時のＡ社の従業員数について、20

人から 25 人であるとしているところ、社会保険事務所の同社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿から確認できる申立期間当時の被保険者数は 12 人

から 18人と少なく、複数の元従業員が、「申立期間当時、手取り収入を増やす

ために、あるいは夫の被扶養者になるために、本人の希望で社会保険に加入し

ない者もいた。」と陳述していることから、同社では、必ずしも従業員全員が

厚生年金保険に加入していたわけではないことが推認される。 

さらに、前述の被保険者名簿を見ると、申立期間に被保険者記録の有る者の

うち７人がＡ社において複数回の資格の取得及び喪失を繰り返していること



が確認でき、同社が、これらの資格の取得及び喪失についても適切に届出を行

っていることが認められることから、このような同社が３年間の申立期間の間、

特段の理由もなく、申立人の資格取得届等を行わなかったとは考え難い。 

加えて、当該被保険者名簿には、申立期間において、健康保険整理番号に欠

番は無く、また、仮に申立人の資格取得届が提出された場合、その後２回の算

定基礎届及び資格喪失届が行われるところ、これら４回の届出について社会保

険事務所が記録を行わないとは考え難いことから、申立人に係る申立期間の資

格の取得及び喪失届は社会保険事務所に提出されていないと考えるのが自然

である。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除については、申立人に明確な

記憶が無く、これを確認できる関連資料や周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4239 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年 10月１日から 52年８月１日まで 

  社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社で勤務 

した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際にもらっていた給与の額と 

大きく異なる低い額になっていることが分かった。 

 申立期間の標準報酬月額を正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の給与について、毎年１万円ずつ昇給し 10 万円まで給

与が上がっていたのに、社会保険事務所の標準報酬月額の記録はこれに見合う

ものとなっていないと申し立てている。 

しかし、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、申立人と同時期に被保険者記録の有る女性従業員３人の標準報酬月額

は、申立人とほぼ同額である。 

また、当該被保険者名簿において、上記３人の従業員の申立期間における標

準報酬月額の推移をみると、申立人の記録とほぼ同様の昇給の変化となってい

る。 

さらに、Ａ社は、昭和 52 年８月に厚生年金保険の適用事業所では無くなっ

ていて関連資料が保存されておらず、代表経営者も死亡等のため、これらの者

から申立人の申立期間に係る給与額、給与昇給時期及び標準報酬月額等を確認

することはできない。 

加えて、申立人は、申立期間当時、給与支給明細書等の交付を受けていなか

ったため、保険料控除額は不明であるとしている。 

このほか、社会保険事務所の記録に、標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正等、不自然な

点は認められない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4240 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年 12月 25日から 35年９月１日まで 

             ② 昭和 41年２月１日から同年３月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間の

加入記録が無いとの回答をもらった。昭和 25年にＡ社に入社以来、Ｂ社及

びＣ社と事業所名の変更はあったが、事業主及び所在地は同一の事業所であ

り、43年 11月に退職するまで、継続して勤務した。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録によると、申立てに係る事業所（Ａ社、Ｂ社及びＣ社。）

は、同じ事業主が同一の所在地で経営していた事業所であることが確認でき、

同僚の陳述から判断して、申立期間①及び②も含めて、申立人がこれらの事業

所に継続して勤務していたことが推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 31年 12 月 25 日に厚生

年金保険の適用事業所で無くなり、Ｂ社は、35 年９月１日に適用事業所とな

っている。また、同社は 41 年２月１日に適用事業所で無くなり、Ｃ社は、同

年３月１日に適用事業所となっている。これらのことから、申立てに係る３事

業所は、申立期間①及び②において、いずれも厚生年金保険の適用事業所では

無かったことが確認できる。 

さらに、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所で無くなったときに被保険者資格

を喪失した同僚は、その後も昭和 34 年ごろまで引き続き同社に勤務したとし

ているが、当該期間の被保険者記録は無く、Ｂ社が適用事業所となったときに

被保険者資格を取得した同僚２人は、自身の入社時期をそれぞれ 32年又は 33

年としているが、同社が適用事業所となるまでは被保険者記録が無い。 



                      

  

加えて、事業主は既に死亡しており、Ｃ社の取締役であった事業主の妻は、

「保険料控除に関しては、事務手続に関与していないため不明。」と陳述して

おり、申立期間①及び②における申立人の厚生年金保険料の控除について確認

することができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4241 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31年８月１日から 34年８月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社Ｂ営業

所に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。

申立期間も、同社Ｂ営業所で営業職の正社員として勤務していたので、厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元従業員の陳述から判断して、期間は特定できないものの、申立人が

昭和34年８月31日より前から同社Ｂ営業所で勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、申立人が入社時に既に同社Ｂ営業所に在籍していたとする上司及び同

僚の同社における被保険者資格取得日は、昭和 32年１月又は 33年５月である

ことが確認でき、また、34 年より前に同社で被保険者資格を取得している複

数の元従業員は、いずれも「同社Ｂ営業所の事務所は、もともと木造の貸しビ

ルにあったが、昭和 34 年に自社ビルを建設し、同年、同社Ｂ営業所は自社ビ

ルに移転した。」と陳述しているところ、申立人及び申立人と同期入社という

同僚は、「入社時に同社同営業所は自社ビルにあった。」と陳述していることか

ら、申立人の入社時期は昭和 34年以後であることが推認される。 

さらに、Ａ社において営業業務に従事していた複数の従業員の同社における

資格取得日は、すべて、各人が記憶している自身の入社日から６か月から１年

６か月後であることから、同社では、営業職員に係る厚生年金保険の加入手続

を、入社日から一定期間経過後に行っていたものと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4242 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31年３月から 32年９月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間の

加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、Ａ社（現在は、Ｂ社。）

Ｃ事業部で正社員としてＤ業務に従事していたので、厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保管している申立期間当時の雇用保険加入台帳及びＡ社Ｃ事業部の

元従業員の陳述等から判断して、期間は特定できないものの、申立人が、同社

Ｃ事業部に勤務していたことは推認することができる。 

一方、Ａ社Ｃ事業部の複数の元従業員は、「申立期間当時、同社Ｃ事業部の

社員の雇用区分には、Ｅ業務従事者とＦ業務従事者とが有り、Ｅ業務従事者は、

入社後一定期間、同社Ｃ事業部以外の事業所での教習が義務付けられていたが、

Ｆ業務従事者は同社Ｃ事業部以外の事業所での教習は無かった。」と陳述して

いるところ、このことにつき、申立人は、「一貫して、同社Ｃ事業部で勤務し、

同社Ｃ事業部以外の事業所で教習を受けたことは無い。」と陳述していること

から、申立人は、同社Ｃ事業部にＦ業務従事者として雇用されていたと推認す

ることができる。 

また、当該元従業員は、「Ａ社Ｃ事業部では、Ｆ業務従事者として採用した

従業員を、入社後、直ちには社会保険に加入させなかったのではないか。」と

陳述しているところ、社会保険事務所のＡ社Ｃ事業部に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿を見ても、申立人の紹介により同社Ｃ事業部に入社したこと

から、申立人と同様にＦ業務従事者であったと考えられる申立人の弟及び申立

人が氏名を記憶し、同期入社で同一業務に従事していたとする同僚の被保険者



                      

  

記録は確認できないことから、同社Ｃ事業部では、Ｆ業務従事者として雇用し

た作業員については、入社後直ちには社会保険加入手続を行っていなかったこ

とが推認される。 

さらに、前述の被保険者名簿においては、申立期間に健康保険整理番号の欠

番は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4243 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年３月 16日から 46年１月 31日まで 

  社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社 

（現在は、Ｂ社。）に勤務した期間のうち、申立期間が未加入である旨の回

答をもらった。同社には、夜間の大学に通いながら間違いなく昭和 46 年１

月 31 日まで働いていたので、申立期間について、厚生年金保険被保険者で

あったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚及び申立人の同級生の陳述から判断して、申立人が申立期間も同

社に勤務していたことは推認することができる。 

しかし、Ｂ社は、申立期間当時の従業員に関する資料を保有しておらず、申

立人の同社における勤務実態及び厚生年金保険料控除の状況は確認できない。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見

ると、申立人を含む 51 人が昭和 43 年５月から 44 年３月までの間に７回に分

けて資格を取得し、そのうち 44 人が申立人の資格喪失日と同時期の同年２月

26日から同年４月 26日までの間に資格を喪失していることが確認できる。こ

れについて、当該資格の取得及び喪失記録の有る者のうち照会に回答のあった

６人は、いずれも、｢当時は大学生でアルバイトとして勤務していた。当時は

厚生年金保険への加入は知らなかった。｣と陳述しており、また、そのうち２

人は、｢昭和 43 年に新館が増築され大量のアルバイトが採用された。｣と陳述

している。 

さらに、前述回答者のうち２人は、大学卒業後にＡ社に正社員として入社し

ているが、昭和 44年４月に入社した者は、｢同期入社の正社員が 38人もいた。

このときにアルバイトの厚生年金加入をやめたのではないか。｣と陳述してい

ることから、同社では、同年４月前後の時期に、従前は厚生年金保険に加入さ

せていたアルバイトの勤労学生について、以後は加入させない方針に変更した



                      

  

ことが推認される。 

加えて、申立人に係る厚生年金基金及び雇用保険の記録は、社会保険事務所

における厚生年金保険の記録と一致している。 

このほか、申立期間における保険料控除については、申立人に具体的な記憶

が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4244 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 59年 10月１日から 61年９月１日まで 

             ② 昭和 62年２月１日から 63年６月１日まで 

社会保険事務所に私の厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険加入記録が無

い旨の回答をもらった。同社には、当時代表取締役として勤務し、厚生年金

保険に加入していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、同僚の証言及び雇用保険の記録から判断すると、申立 

人が当時Ｂ社及び同社が商号変更した後のＡ社に勤務していたことは推認で

きる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、申立期間①はＢ社及びＡ社が、厚

生年金保険の適用事業所ではない期間に当たる。 

このことについて、申立人は、当時厚生年金保険など社会保険事務手続につ

いての詳細は分からないと陳述している。一方、申立人は、昭和 61年７月 24

日からＡ社の代表取締役であったとも陳述しており、申立人が同社の代表取締

役となった以降の期間について、厚生年金保険の適用状況等を知り得る立場で

あったと考えられる。 

また、Ｂ社及びＡ社が、申立期間中に厚生年金保険の適用事業所となってい

ないにもかかわらず、給与から厚生年金保険料を控除していたとは考え難いほ

か、当時の従業員から、「両社が適用事業所ではない期間について、厚生年金

保険料は控除されていなかった。」旨の陳述が得られた。 

申立期間②についても、同僚の証言から判断すると、申立人が申立期間当時

Ａ社の代表取締役として勤務していたことは推認できる。 



                      

  

しかし、社会保険事務所の記録では、申立期間②はＡ社が適用事業所ではな

い期間に当たる。 

このことについて、上記同様に申立人は、厚生年金保険など社会保険事務手

続についての詳細は分からないと陳述している。一方、申立人は、当時Ａ社の

代表取締役であったと陳述しており、申立期間における厚生年金保険の適用状

況等を知り得る立場であったと考えられる。 

また、Ａ社の同僚から、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除につい

ての具体的な陳述を得ることはできない。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立人の申立期間①及び②における被保険者記録を確認する

ことはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除をうかが

わせる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4245 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料 

  を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 22年 10月から 26年７月１日まで 

私は、Ａ社に昭和 22 年 10 月から 26 年６月末まで勤務したが、私の厚生

年金保険の加入記録について照会したところ、当該期間の加入記録が無い旨

の回答をもらった。同事業所で勤務していたことは間違いないので申立期間

を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の記憶するＡ社の複数の役員の氏名及び同社の所在地が商業登記簿

の記載内容とおおむね一致していることから、期間は特定できないものの、申

立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、社会保険事務所の記録において、厚生年金保険の適用事業

所としての記録は無く、商業登記簿に記載されている当時の代表役員等も既に

亡くなっているため、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除等につい

て確認することはできなかった。 

   また、社会保険庁の被保険者記録によると、申立人が名前を挙げたＡ社の複

数の役員は、同社において厚生年金保険の加入記録が無く、申立期間中は別の

事業所で厚生年金保険に加入していることが確認できるほか、申立人は、「Ａ

社では父親が経理責任者の一人であり、一緒に勤務していた。」と陳述してい

るものの、その父親の同社での厚生年金保険の加入記録も確認できない。 

   さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行っても、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらず、この

ほか申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料

及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4246 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 46年５月ごろから 48年７月１日まで 

私は、昭和 46年５月ごろにＡ社（現在は、Ｂ社。）に入社し、49年６月

末に一度退職した。しかし、社会保険庁の記録では、申立期間の厚生年金保

険の加入記録が欠落している。申立期間は給料から保険料が控除されていた

と思うので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間におけるＡ社での在職については、同僚及び同事業所の回

答から推認できる。 

しかしながら、申立期間前からＡ社で勤務していた当時の事業主の親族は、

「入社当初は社会保険に加入しておらず、厚生年金保険に加入したのはその後

になってからである。」と陳述していることから、申立期間当時、同事業所で

は従業員全員を入社と同時に社会保険に加入させていた訳ではなかったこと

が推定できる。 

さらに、申立人は、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月に国民年金に加

入し、同年７月以降、申立期間を含めＡ社において厚生年金保険被保険者資格

を取得する前月の 48 年６月までの期間の国民年金保険料をすべて納付してい

ることが確認できる。 

加えて、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿をみると、申立期間中に資格

を取得している者が 11 名みられるものの、健康保険証の整理番号に欠番は無

く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらないほか、申立期間当時、同事業所

で社会保険の事務を担当していた事業主は既に亡くなっており、同僚からも申

立人の申立期間における保険料控除について具体的な陳述を得ることはでき

なかった。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4247 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年３月から同年 12月まで 

             ② 昭和 52年２月から同年９月まで 

    申立期間①はＥ市のＡ社にＤ業務従事者として勤務していたのに厚生年

金保険の記録が抜けている。また、申立期間②はＦ市のＢ店に勤務していた

のに厚生年金保険の記録が抜けている。 

申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人が名前を挙げている同僚の記録がＡ社の厚生年

金保険被保険者名簿により確認できる。また、同名簿から任意に抽出し照会し

た同僚から、「申立人の入退社時期は覚えてないが、一緒に勤務していた。」と

の陳述が得られたことから、申立人が同社で勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ａ社の当時の事業主は、既に亡くなっているため申立人の厚

生年金保険料控除等について確認できないほか、事業主の親族からは、「給料

計算及び社会保険事務の手続については、一切を税理士事務所(事務所名不詳）

に任せていた。仮に、社会保険に未加入であるにもかかわらず厚生年金保険料

を源泉控除していたとすると、税理士事務所では保険料預り金と納入告知額に

齟齬
そ ご

が生じ、当時問題になったはずであることから、申立人については、加入

を検討しようとした矢先に退社する意思を示したなど、何らかの事情から加入

手続を行っておらず、保険料も控除していなかったと思う。」との陳述があっ

た。 

   また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿には健康保険の整理番号に欠番

は無く、同名簿の記録に不自然な点もみられない。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立期間①において申立人に該当する記録は確認することが

できない。 



                      

  

このほか、申立人が申立期間①において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

申立期間②について、申立人はＦ市駅前に所在したＢ店という名称の食堂に

勤務していたと申し立てているところ、Ｆ市税務担当課から、「課税台帳等に

よると、Ｂ店は確かにＦ市駅前に所在したが、申立期間当時は個人事業所であ

った。同事業所がＣ社として法人化した日は平成元年＊年＊日で、12 年＊月

＊日に閉鎖の記録となっている。」との回答が得られた。 

そこで、Ｃ社の商業登記簿を調査すると、事業主、所在地及び事業目的等が

申立人の陳述と符合することから、申立人は法人となる前のＢ店に勤務してい

たことが推認される。 

しかしながら、社会保険事務所の記録では、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業

所となった日は、申立期間後の平成２年２月１日になってからであり、申立期

間当時、Ｂ店は適用事業所となっていない。 

また、事業主からは「当時は個人商店であり、各店舗の店長に対し、職員採

用に当たっては、各自で国民年金及び国民健康保険に加入するよう説明を行う

よう指導していた。したがって、適用事業所となる前に社会保険料を控除する

ようなことはしていない。」との陳述が得られ、申立人も保険料控除について

は具体的には何も覚えていないとしている。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立期間②に申立人に該当する記録は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間②において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4248 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 21年４月 20日から 22年７月 21日まで 

    私は、昭和 21年３月に義務教育を修了し、同年４月から 24年９月までＡ

社Ｂ工場Ｃ課に正社員として勤務していた。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社Ｂ工場における資格取得日が昭

和 22年７月 21日となっていた。 

入社日が昭和 21年４月 20日と記載されたＡ社発行の用紙を保管していた

こともあり、申立期間について厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が昭和 21年４月 20日にＡ社Ｂ工場に入社した際に、すでに同工場Ｃ

課に在籍していた同僚であったとして名前を挙げた複数の同僚の氏名が、同社

に係る厚生年金保険被保険者名簿で確認できる上に、申立期間前に資格を取得

している同僚の加入記録も確認できるものの、申立人より先に入社したとされ

る上記同僚のうち、自分は入社日に被保険者資格を取得したと回答している３

人の資格取得日をみると、いずれも申立人の入社日とされる同年４月 20 日以

降となっていることが確認でき、申立人に記憶違いがある可能性も否定できな

い。 

また、Ａ社Ｂ工場の同僚は、同社は、戦後の昭和 21 年１月ごろに再設立さ

れた事業所であり、当時製品が製品化されるまでは１年程度期間を要していた

ことから、申立人が入社したとする同年４月時点において、同社にはまだＣ課

は設置されていなかったと陳述しており、このことは、Ｃ課が新しくできたの

で勤務しないかと誘われ入社したと陳述している同僚の資格取得日が同年 10

月であることとも符合している。 

さらに、Ａ社Ｂ工場の事業主の所在は不明となっており、申立人の勤務の

実態及び同社における当時の厚生年金保険の取扱いについて確認することが



                      

  

できない。 

なお、申立人は、Ａ社Ｂ工場が発行した、「入社日が昭和 21年４月 20日と

記載された用紙。」を保管していたとするが、現在は紛失したとしておりその

内容を確認することができない。 

このほか、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等に

よる検索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4249 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年９月ごろから 57年４月ごろまで 

  厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間の

加入記録が無い旨の回答をもらった。当該期間は、「Ａ店」で店長として勤

務していたので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを

認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に「Ａ店」で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申

し立てている。 

しかし、申立人が申立期間当時勤務していたとする「Ａ店」は、社会保険事

務所において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無い。 

また、申立人は、「Ａ店」の事業主及び従業員の氏名を記憶しておらず、こ

れらの者から申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認でき

ない。 

   さらに、申立人は、「Ａ店」に当該店舗の関連会社から従業員が派遣されて

いたとしているが、申立人は、関連会社の名称を記憶しておらず、関連会社か

ら派遣されていたとする従業員の所在も不明である。 

   加えて、申立人は、申立期間に雇用保険の記録は無い。 

   このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4250 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

第２ 申立の要旨 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年４月 21日から 34年２月まで 

             ② 昭和 40年２月１日から同年６月１日まで 

             ③ 昭和 40年９月 26日から 42年７月まで 

私は、昭和 30年５月にＡ社に入社し、34年２月まで同社Ｄ営業所に勤務

した。当時、私は定時制高校に通学しながら働いていたが、会社の人から「学

生だが厚生年金保険には加入させている」と言われたことを覚えている。し

かし、社会保険事務所では、申立期間の厚生年金保険加入記録が無い。（申

立期間①） 

また、昭和 39年７月からはＢ社に勤務した。同社は、40年にＣ社と名称

変更したが、42 年７月ごろまで同社に継続して勤務した。しかし、社会保

険事務所では、当該勤務期間のうち、申立期間の厚生年金保険加入記録が無

い。（申立期間②、③） 

いずれの申立期間も、Ａ社又はＣ社に勤務していたことは間違いないので、

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、昭和 30 年５月から定時制高校を卒業す

るまでの４年間、Ａ社Ｄ営業所で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し

立てている。 

しかし、Ａ社Ｄ営業所は、昭和 39 年に厚生年金保険の適用事業所では無く

なっており、事業主は死亡している上、申立人が記憶している同僚２人（申立

人の叔父及びその子）も既に死亡しているため、これらの者から申立人の申立

期間における勤務実態及び保険料控除の状況を確認することはできない。 

また、社会保険事務所のＡ社Ｄ営業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において申立期間に被保険者記録のある元従業員に照会しても、回答のあ

った３人は、いずれも申立人を記憶していない。 



                      

  

さらに、当該被保険者名簿を見ると、申立人が記憶している同僚２人は、申

立人と同一日の昭和 31年４月 21日に資格を喪失していることが確認でき、ま

た、両名共、申立期間に厚生年金保険の加入期間は無い。 

申立期間②については、申立人は、Ｂ社又は同社が名称変更したＣ社で勤務

し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ｂ社は、申立人の被保険者資格の喪失

日と同一日の昭和 40 年２月１日に厚生年金保険の適用事業所では無くなって

おり、一方、Ｃ社は、申立人が同社で被保険者資格を取得した日と同一日の同

年６月１日に厚生年金保険の新規適用事業所となっていて、申立期間は、両事

業所とも適用事業所ではない。 

また、社会保険事務所のＢ社及びＣ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において申立期間前後に被保険者記録のある元従業員に照会したところ、

回答のあった６人のうち２人は、「申立期間はＢ社が倒産した混乱期であり、

給与から厚生年金保険料は控除されていなかった。」と陳述している。 

申立期間③については、申立人は、Ｃ社を退職したのは昭和 42 年７月ごろ

であり、申立期間も同社に勤務して、厚生年金保険に加入していたと申し立て

ている。 

しかし、Ｃ社は、社会保険事務所の記録では、昭和 40年９月 28日に厚生年

金保険の適用事業所では無くなっており、元従業員の１人は、「昭和 41年まで

同社に勤務したが、退職のころまで給与から保険料を控除されていたという記

憶は無い。」と陳述している。 

また、Ｃ社は、昭和 49 年に解散しており、同社から申立人の申立期間にお

ける勤務実態及び保険料控除の状況を確認することはできない。 

さらに、社会保険事務所のＣ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて申立期間に被保険者記録のある元従業員に照会しても、申立期間に申立

人が同社に勤務していたことを覚えている者はいない。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③に係る保険料の控除を確認できる

関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金  事案 4251 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 36年８月１日から 37年６月１日まで 

    ：  ② 昭和 37年 10月 28日から同年 12月１日まで 

私は、昭和 36年８月にＢ社を退職後、すぐにＡ社に継続して勤務した。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社における厚生年金保険加入は、

昭和 37年６月１日から同年 10月 28日までとなっており、その前後の期間

である申立期間の加入記録がない。 

申立期間についても、厚生年金保険の被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、Ｂ社を退職後、すぐにＡ社に入社し、申立

期間①において同社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社の事業主の親族であり、昭和 30 年 11 月１日から 37 年４月１日

までの間、同事業所で厚生年金保険に加入していたことが確認できる従業員は、

自身が勤務している間、同事業所に申立人が勤務していたことは無く、また、自

身が結婚した時期と関連して申立人が入社したのは同年５月より少し後であっ

たと記憶しており、その陳述は具体的で不自然さはみられない上、申立人もこの

従業員と一緒に勤務したことは無いと陳述している。 

さらに、申立人は、入社した時期にＣ社からの仕事をＡ社が受注し、同期入社

した複数の同僚が入社後すぐに、その仕事に従事することになったと陳述してい

るところ、申立人と同様、昭和 37 年６月１日に資格を取得している従業員が９

人確認でき、そのうち連絡のとれた者は、Ｃ社の仕事に従事していたと陳述して

いる。 

加えて、前述のＡ社の事業主親族に当たる従業員は、Ｃ社からの仕事を受注し

たのは昭和 37 年２月ごろであり、本格的に操業を開始した時期は同年６月ごろ

からであったと陳述している。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい



                      

  

て申立期間①の健康保険整理番号に欠番は無い。 

なお、申立人は、昭和 36 年８月にＢ社を退職後、すぐにＡ社において継続し

て勤務していたと申し立てているところ、社会保険庁の記録において、申立人が

Ｂ社において被保険者資格を喪失したのは 37 年８月１日であることが確認でき

る。 

申立期間②については、申立人が昭和 37年 12月１日にＢ社に入社するまでの

間、Ａ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、申立人のＡ社を辞めた時期についての記憶はあいまいであり、また、

申立人が申立期間の在職について証言してくれるとして名前を挙げた元同僚２

人のうち、連絡の取れた元同僚は、申立人が在職していたことは記憶しているが、

その勤務期間については記憶にないとしており、さらに、申立期間当時の同社に

おける厚生年金保険の適用状況等については分からないとしている。 

このほか、申立人が申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について

は、申立人には具体的な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情も

無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4252 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男     

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 28年６月 29日から 29年８月１日まで 

私は、昭和 27年４月にＡ社に入社し、29年８月１日に次の会社に入社す

るまで継続して同社に勤務した。 

 それなのに、社会保険事務所には、Ａ社での厚生年金保険の加入記録が昭

和 28年６月 29日までしか無く、納得できない。 

申立期間当時は、７人兄弟の長男として、生活が苦しかったこともあり、

１日も休まず働いていたので、申立期間についても、厚生年金保険被保険者

であったことを認めてほしい。 

            

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社に昭和 29年８月１日まで勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

   しかし、Ａ社は昭和 37年に厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、

また、事業主及び総務担当者は死亡していることから、申立期間当時の申立人

の勤務実態及び保険料控除の状況は確認できない。 

   また、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立期間に加入記録のある者 22人のうち聴取することができた３人は

申立人を記憶しておらず、申立人の申立期間の勤務実態等を確認することはで

きない。 

   さらに、前述の被保険者名簿を見ると、昭和 28年６月 29日の資格の喪失と

ともに、健康保険証の返納を示す「証返納済」の押印が確認できる上、この時

期は定時決定制度の発足した年であるにもかかわらず、当該年の標準報酬月額

に係る定時決定の記録は無く、同名簿の記載内容に不自然な点もうかがえない。 

   このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金  事案 4253 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26年５月 25日から 27年 11月１日まで 

  私は、昭和 25年４月にＡ社に入社し、30年９月に退職するまで、継続し

て同社に勤務した。 

しかし、社会保険事務所には、その勤務期間の途中である申立期間の厚生

年金保険加入記録が無い。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の陳述から、申立人が、申立期間においてＡ社に勤務していたこ

とは推認できる。 

しかし、Ａ社は、「申立期間当時の資料は保存しておらず、申立人の勤務実

態及び保険料控除については不明である。」としている上、元事業主及び申立

期間当時の経理担当者の所在は不明であり、総務担当者等も死亡しているため、

同社及びこれらの者から申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除に

ついて確認することはできない。 

また、申立人と同様に当該事業所において厚生年金保険加入記録が途中で欠

落している者も見られるが、この者は欠落期間について、「自らいったん退職

した後、再入社した。」としており、社会保険事務所の記録に不自然な点は見

られない。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立人の昭和 26年５月 25日の被保険者資格の喪失に伴い健康保険証

が返納されている旨記載されており、同名簿の記録に不自然な点もうかがえな

い。 

加えて、当該被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠番は

無い。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料控除を確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4254 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

   生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 31年７月 30日から 34年４月 30日まで 

    私は、昭和 29年４月に５年間Ａ社に入社し、34年４月までＢ業務に従事

したが、厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

申立期間の加入記録が無いとの回答を得た。 

Ａ社では食事付きの住み込みという形態であり、給与としての支給は受け

ておらず、２年程度厚生年金保険に加入していた期間があることも知らなか

ったが、５年間勤務したことは間違い無いので、申立期間も厚生年金保険の

被保険者であったことを認めてほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人と同時期にＡ社に入社したとする複数の同僚の陳述から判断して、申

立人が申立期間も同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、申立人と同時期に同社に入社し、申立人と同時期まで勤務したとする

同僚３人は、申立人と同様、昭和 29年９月 15日に資格を取得し、31年７月

30日に喪失していることが確認できる。 

また、当該被保険者名簿において、Ａ社では、申立人が資格を喪失した昭和

31年７月 30日に在籍していた 15人の被保険者のうち、事業主及びその親族

等を除く８人の従業員が資格を喪失しており、当該資格の喪失者のうち４人は、

37年 10月１日に同社で資格を再取得しているが、新たな厚生年金保険の記号

番号を付与されていることから、申立期間当時、Ａ社では、何らかの事情によ

り大半の従業員の資格を一斉に喪失させたものと考えられる。 

さらに、Ａ社では、申立期間を含む昭和 30年６月 16日から 37年９月 30

日の間に、新たに厚生年金保険の被保険者資格を取得した者は無く、健康保険

の整理番号に欠番も無い。 

   加えて、Ａ社の当時の事業主は死亡しており、経理担当者であった事業主の



                      

  

妻も高齢の為、これらの者から申立人に係る申立期間の保険料控除は確認でき

ない上、申立人自身も、保険料控除について具体的な記憶を有していない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4255 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男（死亡） 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年２月から 27年２月１日まで 

    私の夫は、婚姻前の昭和 25 年２月から 27 年１月 31 日までの期間、私の

兄が勤務していたＡ社に勤めていたが、社会保険庁の記録では同社で勤務し

ていた期間が厚生年金保険の未加入期間になっている。夫の兄も、当初は同

社で勤務していた期間が厚生年金保険の未加入期間になっていたが、後に記

録が見つかり、加入期間として認められたので、私の夫の申立期間について

も厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が一定期間、Ａ社に在職していたことは、昭和 25 年６月ごろに同

社に入社した申立人の兄が、「申立人は同年９月ごろに同社に入社した。」と

陳述している。 

しかし、申立期間当時、Ａ社に勤務していた複数の同僚は、申立人のこと

を記憶していないと陳述しており、また、事業主も既に死亡していることか

ら申立人の勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

また、申立人がＡ社に入社したと思われる昭和 25 年９月ごろの同社の従

業員数は、申立人の兄が記憶している同社の設備台数等から 57 人から 71

人の範囲と考えられるところ、同時期の同社での厚生年金保険被保険者数は

43 人であることから、同社がすべての従業員を厚生年金保険に加入させて

いなかったものと考えられる。 

さらに、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿の健康保険整理番号に欠番

は無く、一連の手続に不備があったとは考え難い。 



                      

  

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たら

ない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険

者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4256 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62年 10月５日から 63年５月 10日まで 

           ② 昭和 63 年５月 13 日から平成４年２月３日まで                   

③ 平成８年５月から９年２月まで                      

私は、昭和 62 年 10 月５日から 63 年５月までＡ社に勤務していたが、厚

生年金保険の加入記録が無いことに納得がいかない（申立期間①）。 

Ｂ社に勤務していた期間のうち、昭和 63年５月 13日から平成４年２月３

日までの厚生年金保険の加入記録が無いことに納得がいかない（申立期間

②）。 

平成８年５月から９年２月までＢ社に再び勤務していたが、厚生年金保険

の加入記録が無いことに納得がいかない（申立期間③）。 

以上２社の勤務期間について、申立期間①、②及び③を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、期間は明らかではないものの、申立人がＡ社に在籍し

ていたことは同僚の陳述により認められる。 

しかし、Ａ社は、申立期間当時の申立人の給与から厚生年金保険料を控除し

たかどうかについては不明と陳述しているものの、複数の同僚は、「入社１年

後に厚生年金保険に加入させていたようである。」と陳述している。 

また、申立人及び昭和 62 年ごろ入社したとする同僚は、Ａ社における申立

期間当時の従業員数についてそれぞれ、20名前後及び 10名前後であったと陳

述しているが、社会保険庁の記録において同年 10 月時点の被保険者数は４名

であることが確認できる。 

以上のことから、Ａ社は、申立期間においてすべての従業員を厚生年金保険

に加入させていなかったものと考えられる。 

さらに、Ａ社に係る厚生年金被保険者名簿をみると、健康保険の整理番号に



                      

  

欠番が無く、一連の手続に不備があったとは考え難い。 

申立期間②及び③について、期間は明らかではないものの、申立人がＢ社に

在籍していたことは、同僚の陳述及び申立人が提出した「受講記録カード」等

により認められる。 

しかし、Ｂ社の事業主は、「社会保険に入りたくないという従業員もいたの

で、従業員全員を社会保険には加入させていなかった。」と陳述している。 

またＢ社の複数の同僚は、「入社後１年から２年程後に社会保険に加入し

た。」と陳述している。 

以上のことから、Ｂ社は、申立期間②及び③において、すべての従業員を厚

生年金保険に加入させていなかったものと考えられる。 

さらに、Ｂ社に係る厚生年金被保険者名簿をみると、健康保険の整理番号に

欠番は無く、一連の手続に不備があったとは考え難い。 

このほか、申立人が申立期間①、②及び③において事業主により給与から厚

生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4257 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月 25日から 47年 12月 20日まで 

    私は、Ａ社の下請事業所であるＢ社の代表から同社を引き継いで独立する

までの、昭和 42年３月１日から 47年 12月 20日の期間はＡ社でＣ業務従事

者として勤務していたが、申立期間について厚生年金保険の加入記録が無い

ことに納得できない。被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42年３月１日にＡ社に入社して以降、47年 12月 20日に同

社の下請事業所であるＢ社の事業主に就任する直前まで継続して勤務してい

たと申し立てている。 

しかし、 Ａ社の事業主及び同社部長は、申立人が昭和 42年３月からＢ社の

従業員であったと陳述している。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿には、申立人

が昭和 42年４月 25日に被保険者資格を喪失し、備考欄には健康保険証が返却

されたことが記載されており、同名簿の記録に不自然な点もうかがえない。 

さらに、申立人の申立期間に係る雇用保険の加入記録は確認できない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

なお、Ａ社の事業主は、同社の社員ではない申立人が、同社において１か月

の厚生年金保険加入記録があることについては不明であるとしているが、同社

部長によると、同事業主と友人であったＢ社の元代表のＤ氏との間の話し合い

で、申立人は資格を取得し、その後何らかの事情により資格の喪失の手続がと

られたのではないかと陳述している。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4258 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 12月１日から 39年４月１日まで 

私は、亡夫が経営していたＡ社に、設立時の昭和 34年から倒産するまで

働いていた。同社設立時の従業員は、同社が適用事業所となった 37年 12月

１日から厚生年金保険の被保険者となっているが、経営者であった亡夫と自

分は、それより遅い 39年４月１日からの加入となっていることに納得がで

きないので、調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社において住み込みで勤務していた複数の従業員の陳述から、申立人は、

経営者の妻として申立期間において同社で勤務していたことは推定できる。 

しかし、申立人の夫である事業主は既に死亡しているため、申立期間当時の

Ａ社における申立人の勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認する

ことができない。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿を見ると、健康保険整理番号に

欠番は無いことから、一連の手続に不備があったとは考え難い。 

さらに、申立期間当時の従業員は、Ａ社における給与については、申立人か

ら手渡されていたと陳述していること、及び申立人自身が給与明細の作成をし

ていたと認めていることから、申立人は、申立期間当時、同社の給与計算担当

者であったことが認められ、社会保険事務所に対する厚生年金保険被保険者資

格の取得手続に関与していたものと考えられる。 

しかし、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの

控除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び

周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金  事案 4259 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和５年生                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年８月 25日から 32年 11月１日まで 

    私は、昭和 23 年に当時個人事業所であったＡ社に入社し、しばらくして

同社が法人化してＢ社に名称変更した後も 58年まで継続して勤務した。 

    しかし、社会保険事務所の記録では、申立期間が厚生年金保険の未加入期

間となっているので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったこ

とを認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

 雇用保険の記録及び申立人が記憶している同僚の陳述から判断して、申立人

が、申立期間も継続してＡ社及びＢ社に勤務していたことは確認できる。 

 しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 26年８月 25日に厚生年

金保険の適用事業所では無くなっており、一方、Ａ社が法人化し名称変更した

Ｂ社が適用事業所となったのは、申立人が同社で被保険者資格を取得した 32

年 11月１日であり、申立期間は、Ａ社及びＢ社ともに適用事業所ではない。 

 また、Ｂ社は、平成２年に厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、

当時の事業主も所在不明であることから、同社から申立人の申立期間における

勤務実態及び厚生年金保険料控除の状況を確認することはできない。 

 さらに、申立人が記憶している同僚３人は、社会保険事務所の記録をみると、

いずれも、申立人と同一日の、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所では無くなっ

た昭和 26年８月 25日に被保険者資格を喪失しているところ、そのうち１人は、

申立人と同一日にＢ社で再び資格を取得しており、申立期間は申立人と同様に

厚生年金保険に未加入となっているが、同人は死亡しているため、申立期間の

保険料控除を確認することはできない。また、ほかの２人は、Ａ社での資格喪

失後、別の事業所に転職したと陳述しており、申立期間はＢ社に勤務していな



                      

  

い。 

 加えて、申立人は申立期間も給与から保険料を控除されていたとしているが、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金  事案 4260 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 21年５月から 23年２月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

（現在は、Ｂ社。）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの

回答を受けた。 

しかし、Ａ社には昭和 21 年５月に入社し、申立期間も同事業所で勤務し

ていたので、当該期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

Ｂ社の現在の事業主（申立期間当時の事業主の息子。）の陳述から判断して、  

期間は特定できないものの、申立人が申立期間の一部においてＡ社で勤務して 

いたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社の現在の事業主は、申立期間当時の保険料控除について、当時

事務を担当していた母から「給料が多い方がよいという従業員は厚生年金保険

に加入させず、保険料も控除しなかった。」と聞いたことがあると陳述してい

る。 

  また、Ｂ社は、申立期間当時の資料を保存しておらず、申立期間当時の申立

人の勤務実態及び厚生年金保険料控除は確認できない。  

さらに、申立人が記憶している同僚はいずれも所在が不明であり、また、社

会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

期間に被保険者記録がある元従業員のうち所在が判明し聴取することができ

た１人は、申立人を記憶しておらず、これらの者から申立人の申立期間におけ

る勤務実態及び厚生年金保険料控除について確認することはできない。 

このほか、申立人が申立期間に係る保険料を給与から控除されていたことを

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金  事案 4261 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32年ごろから 35年ごろまで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

（現在は、Ｂ社。）に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答を受けた。

同社では、Ｃ業務に従事していたので、申立期間について、厚生年金保険被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 32年ごろから 35年ごろまで、Ａ社で勤務し、厚生年金保険

に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社が名称変更したＢ社は、現在、社会保険事務所の記録及び商業

登記に係る記録において同社の所在地とされる場所には存在しておらず、現事

業主及びその他の役員等の所在も不明であるほか、申立期間当時の事業主は既

に死亡しており、これらの者から申立人の勤務実態及び厚生年金保険料控除の

状況は確認できない。 

また、申立人は、Ａ社の上司及び同僚等の氏名を記憶していない上、社会保

険事務所の同事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立

期間に被保険者記録がある元従業員のうち所在が判明し聴取できた 11 人は、

いずれも申立人を記憶しておらず、同僚等から申立人の勤務状況等について確

認することもできなかった。 

さらに、前述の被保険者名簿には、申立期間において健康保険の整理番号に

欠番は無い。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されてい

たことを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

大阪厚生年金  事案 4262 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年７月 30日から 48年 11月１日まで 

私の夫は、昭和 47年４月にＡ社に入社し、49年４月に退職するまで同社

に継続して勤務していた。 

しかし、厚生年金保険の加入記録を確認したところ、申立期間の記録が無

い。 

夫がこの期間も、継続してＡ社に勤務していたのは間違いないので、申立

期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の工場長及び同僚の陳述から、申立人が申立期間にＡ社に勤務

していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、申立人が昭和 47 年７月 30 日に被保険者資格を喪失し、その後、48

年 11 月１日に再取得したことが記録されているところ、事業主から当該資格

の取得及び喪失に係る届出が行われていないにもかかわらず、社会保険事務所

がこれを記録するとは考え難い。 

また、当該被保険者名簿において、申立人と同様に、被保険者資格を喪失し、

その後再取得している者が、昭和 47年から 49年までの間に６人見られ、その

うちの２人は、再取得までの期間に他社で被保険者資格を取得していることか

ら、事業主がこれらの資格の取得及び喪失に係る届出を誤って行ったとも考え

難い。 

さらに、Ａ社は、昭和 59 年に解散し、申立期間当時の事業主は既に死亡し



                      

  

ており、また、申立期間当時の社会保険事務担当者の氏名も不明であることか

ら、これらの者から申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認する

ことはできない。 

このほか、申立人が申立期間に係る保険料を給与から控除されていたことを

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4263 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年４月 22日から 13年３月 26日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に平成

12年４月 22日から 15年５月 26日まで勤務した期間のうち、申立期間の加

入記録が無いとの回答をもらった。同社には継続して勤務していたので、申

立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間も継続してＡ社に勤務していたとしているが、雇用保険

の被保険者記録によると、申立人は申立期間の一部において、求職者給付金を

受給していることが確認できる。 

また、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録は、社会保険庁における厚

生年金保険の加入記録と一致しているほか、社会保険庁の記録において、申立

人は申立期間のうち、前勤務先事業所（Ｂ社）の厚生年金保険被保険者資格を

喪失した平成 12年４月 21日から 13年１月 11日までの期間は、健康保険の任

意継続被保険者となっていることが確認できる。 

さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所で無くなっており、元事業主

は、「申立期間当時の資料を保管していないため、申立人の勤務実態及び保険

料控除については不明である。」としていることから、当該事業所及び元事業

主からは、申立人の同社での勤務実態及び保険料控除について確認することが

できなかった。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により厚生年金保険料を控除さ

れていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4264 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 25年６月１日から 27年５月 20日まで 

           ② 昭和 33年 11月１日から 36年３月 20日まで 

       申立期間①に勤務していたＡ社(現在は、Ｂ社。）と、申立期間②に勤務し

ていたＣ社Ｄ支社における厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

            

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、社会保険事務所の保管するＡ社に係る健康保険労働者

年金保険被保険者名簿の申立期間における健康保険の整理番号に欠番は無く、

同名簿の記載内容に不自然な点もうかがえない。   

また、Ｂ社の人事労務担当者は、「保管しているＡ社の当時の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿で確認したが、申立人が当社で厚生年金保険に加入した

記録は無い。また、申立人の申立期間当時の勤務実態が確認できる人事関係資

料は残っていない。」としており、申立期間における厚生年金保険料控除につ

いて、「加入手続もせず、給与から保険料を控除することは無い。」と陳述して

いる。 

さらに、社会保険事務所の上記名簿において、申立人が同僚として名前を挙

げた３人の記録は無く、申立期間に加入記録がある２人の同僚は申立人のこと

を記憶しておらず、申立期間の勤務実態等を確認することはできなかった。 

加えて、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立期間に係る厚生年金保険被保険者としての記録は無い。 

申立期間②について、社会保険事務所の保管するＣ社の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿の申立期間における健康保険の整理番号に欠番は無く、同名簿

の記載内容に不自然な点もうかがえない。  

また、Ｃ社及びＦ健康保険組合は、「社会保険事務に関する書類を無くして

おり、申立人に関する勤務実態及び保険料控除について確認することはできな

い。」としているほか、同社の人事労務担当者は、「申立期間当時は、正社員以

外は厚生年金保険に加入していなかったと思う。」としており、申立期間にお



                      

  

ける厚生年金保険料控除について、「加入手続もせず、給与から保険料を控除

することは無い。」と陳述している。 

さらに、社会保険事務所の上記名簿において、申立人がＣ社に同じ日に入社

したとする同僚の加入記録は、申立期間以前の昭和 31 年７月１日から 33 年

12月 23日までとなっており、陳述内容と符合しないほか、申立期間に加入記

録がある３人の同僚は申立人のことを覚えていない。 

加えて、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立期間に係る厚生年金保険被保険者としての記録は無い。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4265 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年５月１日から同年８月１日までにつ

いて、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年８月１日から 61 年 10 月１日

までについて、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年５月１日から同年８月１日まで 

             ② 昭和 60年８月１日から 61年 10月１日まで 

私は、昭和 60年５月１日にＡ社へ入社しているのに、私の厚生年金保険

の資格取得日が同年８月１日となっているのは納得できない。申立期間①を

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

次に、申立期間②については、Ａ社では、ずっと 25 万円以上の給与を支

給されていたのに、社会保険庁の記録では、標準報酬月額が 13 万 4,000 円

となっているのは納得できないので、標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社は、「申立人は、昭和 60年５月１日から勤務して

いる。」と回答していることから、同社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社は、「申立期間①当時、健康保険及び厚生年金保険の資格の取

得は、入社から３か月後としていたことから、申立人のように昭和 60 年５月

１日入社であれば、同年８月１日付けで資格の取得の届出をしていたので、入

社してから資格を取得するまでの間、申立人の給与から厚生年金保険料を控除

することはしていない。」としている。 

また、雇用保険の記録（昭和 60 年８月１日に資格を取得、平成 10 年３月

11日に離職。）及びＡ社提出の健康保険被扶養者（異動）届に記載されている

資格取得日（昭和 60 年８月１日）は、いずれも社会保険庁の資格取得日と一

致しているほか、申立人が同期入社であったとしている同僚の厚生年金保険被

保険者資格の取得日も同日付けであることが社会保険庁の記録から確認でき

る。 



                      

  

さらに、申立人の国民年金の納付記録をみると、申立期間①当時の昭和 60

年５月から同年７月まで、国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

申立期間②について、申立人は、Ａ社に勤務した昭和 60年８月１日から 61

年 10月１日までの標準報酬月額（13 万 4,000円）が、当時に受け取っていた

報酬額（25万円）より低額であると申し立てている。 

しかし、Ａ社が、作成保存している当時の社会保険台帳では、申立人の資格

取得時の標準報酬月額は 13 万 4,000 円と記録されており、社会保険庁の記録

と一致している。 

また、Ａ社は、「当時、手当等は含めず基本給のみを資格取得時の標準報酬

月額として届出をしており、届出した標準報酬月額に基づく保険料しか控除は

していない。」と回答している。 

このほか、申立人が申立期間①において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらず、また、申立期間

②において事業主によりその主張する標準報酬月額に見合う厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料並びに

申立期間②において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4266 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年１月１日から 42年２月１日まで 

       私は、昭和 26 年６月１日にＡ社に入社して、Ｂ社、Ｃ社と会社名は変わ

ったが 49年５月 21日に退社するまで、継続して勤務していた。３社は、場

所も事業主も同じだった。事業主の勤続証明書を提出するので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の元事業主提出の勤続証明書及び複数の同僚の陳述から、申立人が申立

期間に同社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、社会保険事務所が保管しているＢ社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿を見ると、申立人に係る記録において昭和 41 年１月１日に資格の

喪失の届出時に健康保険被保険者証を返納したことを示す「証返」の押印が確

認できる上、Ｃ社において 42 年２月１日に厚生年金保険の被保険者資格を再

取得しているのが確認できる。 

また、上記の同僚の一人は、「社長から、会社が倒産しそうなのでしばらく

失業保険をもらってくれと言われた。」と陳述しているほか、別の同僚の一人

は、「会社は倒産状態であったことから、厚生年金保険の保険料は控除されて

いなかった。」と陳述している。 

さらに、上記事業主は、「事務員に任せていたので何も分からない。」として

おり、保険料控除について確認することはできなかった。 

加えて、社会保険事務所が保管するＡ社及びＣ社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿にも、申立期間における申立人の記録は無いほか、記録に不自

然な点もうかがえない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4267 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年４月７日から 29年 11月６日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社で勤務していた昭和 24 年４月７日から 29

年 11 月６日までの厚生年金保険被保険者期間に係る脱退手当金が支給済み

となっている。 

しかし、私は、脱退手当金の制度のことは知らなかったし、請求手続をし

ておらず、受給していないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金は受給しておらず、請求した記憶も無

いとしている。  

そこで、申立人の厚生年金保険被保険者台帳の保険給付欄を見ると、脱退手

当金を支給したことを示す「脱手」と記されているほか、支給金額及び資格期

間等が記載されており、その内容は、オンライン記録と一致していることが確

認できる。 

また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無い上、申立期間

に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から１か月後の昭和29年12月６日

に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設前

であり、20 年以上の厚生年金保険被保険者期間が無ければ年金は受給できな

かったのであるから、申立期間の事業所を退職後、昭和 47 年８月まで厚生年

金保険への加入歴が無い申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはう

かがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4268 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年１月 26日から 41年２月 21日まで 

    私は、昭和 32年１月から 41年２月までＡ社に勤務していたが、社会保険

庁の記録では、その期間の脱退手当金を受給したことになっている。 

    しかし、私は、脱退手当金を受給しておらず、請求したことも無い。脱退

手当金を受給したと納得できる証拠を一度も見せてもらっておらず、納得で

きないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給しておらず、請求した記憶も無

いとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は、Ａ社での厚生年金保険

被保険者資格の喪失日から約８か月後の昭和 41年 10月４日に支給決定されて

いることが確認できる。 

そこで、管轄する社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険

者名簿を見ると、申立人の氏名は、同社での被保険者資格の喪失後の昭和 41

年９月 21 日に旧姓から新姓に変更されており、申立期間の脱退手当金は、同

年 10 月４日に支給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に伴

い氏名変更が行われたと考えるのが自然である。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金

の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に係る脱退

手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに、脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4269 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年９月から平成７年９月まで 

     厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額と異なっていた。申立期

間当時、給与の月額は 50 万円ぐらいあり、税金及び社会保険料等が併せて

８万円ぐらい控除されていた覚えがあるので、調査の上、標準報酬月額を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社で勤務していた期間の標準報酬月額が実際の給与支給額と異

なっていると申し立てているところ、申立人は申立期間に係る給与明細書等の

資料を保管していないため、申立期間当時の厚生年金保険料控除額を確認する

ことができない。 

一方、Ａ社が提出した申立人に係る平成６年４月から７年 12 月までの賃金

台帳に記載されている厚生年金保険料の控除額から算定した標準報酬月額は、

社会保険庁の申立人に係る標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

また、昭和 56 年８月から平成 16 年 10 月までＡ社で厚生年金保険の被保険

者であったことが確認できる同僚の元年９月から７年９月までの給与明細書

上の保険料控除額を基に算定した標準報酬月額は、社会保険庁の当該同僚に係

る標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

   以上の事情から、Ａ社では、従業員の給与から社会保険庁に届け出た標準報

酬月額に基づいた厚生年金保険料を継続して控除していたことが推認できる。 

このほか、申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に相当す

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事情等は見当たら



                      

  

ない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について、

厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4270 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の記録について、被保険者資格の喪 

 失日に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等    

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22年生 

    住    所  ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成７年３月 16日から 10年４月 10日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社が厚生年金保険の適用事業所で無くなったのは平成12年５月18日であり、

それまでの間、社会保険に係る手続を行っていたにもかかわらず、資格喪失

日が同年３月 16日となっているのは納得できないので、申立期間も厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る登記簿謄本及び社会保険庁の記録等により、申立人は、申立期間

当時、同社の代表取締役であることが確認できる。 

   また、社会保険庁のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録では、申立人の同

社における厚生年金保険の被保険者資格を平成７年 10 月３日付けで同年３月

16日にさかのぼって喪失させる旨の処理が行われていることが確認できる。 

   さらに、上記の記録から、申立人の標準報酬月額について、平成７年６月１

日に月額 38万円から９万 8,000円へと減額する随時改定と同年 10月１日に定

時決定が行われているが、これらの取消処理も同年 10 月３日付けで同時に行

われていることが確認できる。 

一方、社会保険事務所の不納欠損整理簿では、Ａ社について損金として多額

の記載があり、平成 14年１月 31日付けで決議処理されているが、社会保険事

務所は、「不納欠損整理簿に記載される場合は、幾度となく催促が行われてお

り、代表取締役がその事実を知り得ないことは考えられない。」と回答してい

る。 

このため、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所で無くなった平成 12年５月 18

日まで同社の代表取締役である申立人が、７年 10 月３日に同社からの届出に

より行われた自己に係る厚生年金保険の資格の喪失の遡及
そきゅう

訂正について全く

関与せず、また、承知していなかったとは考え難い。 



                      

  

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間当時、Ａ社の代表取締役であ

った申立人は、資格喪失処理にかかわっており、同社の業務に関連して行われ

た当該処理について責任を負うべきであり、当該処理の無効を主張することは

信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の被保険者資格の喪失日に係る記録

の訂正を認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4271 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 54年５月１日から平成 11年４月１日まで

の期間及び平成 13年４月１日から 18年７月１日までの期間について、厚生年

金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成 11年４月１日から 13年４月１日ま

でについて、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ①  昭和 54年５月１日から平成 11年４月１日まで 

②  平成 11年４月１日から 13年４月１日まで 

③  平成 13年４月１日から 18年７月１日まで 

    私は、昭和 54 年５月にＡ社に入社し、Ｂ業務担当及びＣ業務担当として

勤務した。しかし、社会保険庁の記録では、同年５月から平成 11 年３月ま

での期間及び 13年４月から 18年６月までの期間について、標準報酬月額が

給与明細記載額よりも低くなっており、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい（申立期間①及び③）。 

また、平成 11年４月から 13年３月までの期間、知らないうちに厚生年金

保険から国民年金へ変更されており、納得できない。申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい（申立期間②）。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

      申立期間①及び③については、申立人は、標準報酬月額の相違について主

張しているものの、厚生年金の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき、標準報酬月額を改定または決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 



                      

  

   申立人は、申立期間①及び③の標準報酬月額について、実際の給与支給額と

比べて低いと申し立てているところ、申立人から提出された給与支給明細書等

の資料から確認される給与支給総額は、Ａ社から社会保険事務所及びＤ健康保

険組合に届出されている標準報酬月額を上回っていることが認められるもの

の、これらの資料で源泉控除が確認できる厚生年金保険料額から算出される標

準報酬月額は、上記の社会保険事務所及びＤ健康保険組合に届出された標準報

酬月額とおおむね同額であることが確認できる。 

以上の事情から、Ａ社は、申立期間①及び③の申立人の給与において、社会

保険事務所の記録どおりの標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を控除して

いたものと認められる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び③

について厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主より給与から控除されていたと認めることはできない。 

申立期間②については、申立人がＡ社に在職していたことは、雇用保険の記

録、同社人事部及び複数の同僚の証言から認められる。 

   しかし、Ａ社は、「平成 11 年４月１日から 13 年４月 1 日までの期間、経営

悪化に伴い従業員に説明の上、全員を厚生年金保険から国民年金へ変更した。」

と回答しており、同僚照会により回答があった９人の従業員全員も、「当時、

会社から説明を受けた上、国民年金に加入した。」と供述している。 

また、Ｄ健康保険組合は、申立人が平成11年４月から 13年３月までの期間、

任意継続被保険者であったと回答している。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。



                      

  

大阪厚生年金 事案 4272 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 56年８月 30日から 62年７月 31日まで 

    厚生年金保険の加入記録を社会保険庁に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。同社では昭和

56年８月 30日に代表取締役を退任し、62年７月まで社員として勤務してい

たので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間にＡ社に社員として勤務し、厚生年金保険に加入してい

たと主張している。 

   しかし、申立人は、昭和 55 年９月から 57 年 10 月までＡ社の代表取締役で

あったことが商業登記簿から認められ、また、同社は、社会保険事務所におい

て56年10月５日受付で休業による適用事業所では無くなった旨の処理が行わ

れ、同年８月 30 日にさかのぼって厚生年金保険の適用事業所では無くなって

いることが確認できる。 

   さらに、Ａ社の同僚４人は、「申立人は同社の社長であり、申立期間中は同

社が休業状態であった。」と証言している。 

加えて、申立人は、昭和 56年８月 30日にＡ社の代表取締役を退任し、社員

として勤務したと供述しているが、社員であったとする期間について、雇用保

険の記録を確認することができない。 

このため、Ａ社の代表取締役であった申立人が、昭和 56年 10月５日に同社

からの届出により行われた同社に係る休業届による自己に係る厚生年金保険

の被保険者資格の喪失の遡及
そきゅう

適用について全く関与せず、また、承知していな

かったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 


